
院
御
願
寺
領
の
形
成
と
展
開
－
中
世
前
期
の
最
勝
光
院
領
を
素
材
に
－
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は
じ
め
に

0最
勝光
院
領
の
立
荘

②

立荘
の
経
緯
と
仏
事
体
系

③
荘
園
支
配
の
変
質

お
わ
り
に

［論
文要
巳
呂

　王家
や
摂
関
家
の
中
世
荘
園
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
政
機
関
（
院
・
女
院
庁
や
摂
関
家
政
所
）
や
御
　
　
　
　
成
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
最
勝
光
院
領
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
立
荘
と
仏
事
体
系
の
リ
ン
ク
が
、
御
願

願寺
に
付
属
す
る
か
た
ち
で
立
荘
・
伝
領
さ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
う
ち
王
家
の
御
願
寺
領
荘
園
群
の
　
　
　
　
寺
お
よ
び
付
属
荘
園
群
の
伝
領
を
結
び
つ
け
て
お
り
、
御
願
寺
の
継
承
者
が
仏
事
を
主
催
し
付
属
荘

編成
原
理
と
展
開
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
個
別
研
究
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
中
世
荘
園
の
成
立
と
　
　
　
　
園
か
ら
用
途
を
徴
収
す
る
現
象
の
原
理
を
こ
こ
に
見
い
だ
し
う
る
。

変質
の
実
態
に
つ
い
て
論
じ
た
。
具
体
的
な
素
材
は
、
関
連
文
書
と
公
家
日
記
等
の
記
録
類
と
を
組
　
　
　
　
　
鎌
倉
幕
府
の
成
立
し
た
十
三
世
紀
以
降
の
最
勝
光
院
は
、
各
荘
園
の
預
所
職
を
知
行
す
る
領
家

み合
わ
せ
て
検
討
し
う
る
、
十
二
世
紀
後
葉
に
建
立
さ
れ
た
最
勝
光
院
（
建
春
門
院
御
願
）
の
付
属
　
　
　
　
（
中
央
貴
族
）
た
ち
の
寺
用
未
進
に
対
処
す
る
べ
く
、
同
院
政
所
を
構
成
す
る
別
当
．
公
文
の
主
導
の

荘
園
群
を
と
り
あ
げ
た
。
最
勝
光
院
領
の
編
成
と
立
荘
に
つ
い
て
は
、
落
慶
直
後
か
ら
寺
用
の
調
達
　
　
　
　
も
と
寺
用
に
み
あ
う
下
地
を
荘
園
内
で
分
割
し
て
、
そ
の
特
定
領
域
に
お
け
る
領
家
の
所
務
を
排
除

を
目
的
に
六
荘
園
が
ま
と
め
て
立
荘
さ
れ
、
そ
の
後
も
願
主
の
国
忌
（
法
華
八
講
）
な
ど
の
国
家
的
　
　
　
　
す
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
た
。
下
地
を
分
割
し
な
い
場
合
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
寺
用
確
保
の
下
支

仏事
の
増
加
に
対
応
し
て
新
た
に
立
荘
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
そ
の
前
提
に
は
、
願
主
や
そ
の
姻
族
　
　
　
　
え
に
な
っ
た
の
は
地
頭
請
所
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
幕
府
と
の
政
策
連
携
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

（平
氏
）
と
関
係
の
深
い
中
央
貴
族
か
ら
免
田
や
国
衙
領
が
寄
進
さ
れ
た
が
、
実
際
に
立
荘
さ
れ
た
荘
　
　
　
　
さ
れ
る
。
こ
れ
は
領
主
制
研
究
の
枠
組
み
の
み
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
従
来
の
下
地
中
分
論
や
地
頭
請

園
は
国
衙
領
や
他
領
を
も
包
摂
し
た
複
合
的
な
荘
域
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
知
行
国
主
・
国
守
と
の
　
　
　
　
所
論
と
は
大
き
く
異
な
る
評
価
で
あ
り
、
荘
園
制
支
配
の
変
質
と
鎌
倉
幕
府
権
力
と
の
関
係
を
問
う

連携
に
も
と
つ
く
国
衙
側
と
協
調
し
た
収
取
関
係
（
加
納
・
余
田
の
設
定
）
を
も
つ
中
世
荘
園
の
形
　
　
　
　
視
角
も
含
め
て
問
題
提
起
を
行
っ
た
。

7
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は
じ
め
に

　

日
本
中
世
の
王
家
が
管
領
し
た
膨
大
な
荘
園
群
に
は
、
い
く
つ
か
の
構
成
単
位
が

あ
る
。
そ
の
お
も
な
も
の
は
、
上
皇
や
女
院
の
家
政
機
関
た
る
院
庁
・
女
院
庁
に
直

属
す
る
「
庁
分
御
庄
」
を
は
じ
め
、
天
皇
と
そ
の
后
や
院
・
女
院
な
ど
を
願
主
と
す

る
御
願
寺
の
荘
園
、
い
わ
ゆ
る
御
願
寺
領
が
多
数
を
し
め
る
。
戦
前
以
来
の
皇
室
領

研
究
で

は
、
こ
れ
ら
の
各
単
位
ご
と
に
付
属
す
る
荘
園
が
網
羅
的
に
検
出
さ
れ
、
そ

の
数
量
的
把
握
や
伝
領
関
係
の
究
明
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
基
底
に
、
王
家
領
を
「
寄
進
地
系
荘
園
」
の
集
積
と
す

る
通
説
的
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
在
地
領
主
制
の
展
開
を
前
提

と
し
た
所
領
寄
進
の
連
鎖
に
荘
園
成
立
の
契
機
を
も
と
め
る
研
究
段
階
で
は
、
王
家

の

御
願
寺

な
ど
は
「
荘
園
寄
進
の
受
け
皿
」
か
、
国
司
が
荘
園
寄
進
を
認
め
ざ
る
を

得

な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
の
評
価
に
と
ど
ま
り
、
御
願
寺
領
の
荘
園
群
と
し
て

の

形
成
過
程
や
編
成
原
理
の
追
究
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
御
願
寺
領
と
い
う
ま
と
ま
り
に
着
目
し
て
荘
園
群
の
成
り
立
ち
を
分
析
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

安
楽
寿
院
領
を
素
材
と
し
た
永
原
慶
二
氏
の
研
究
が
最
初
で
あ
る
。
た
だ
し
永
原
氏

も
安
楽
寿
院
領
を
「
寄
進
地
系
荘
園
」
と
と
ら
え
て
王
家
の
荘
園
所
有
形
態
を
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て

お
り
、
依
拠
し
た
史
料
の
時
代
性
の
問
題
を
含
め
て
多
く
の
課
題
を
残
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
安
楽
寿
院
領
以
外
に
は
、
建
久
二
年
（
二
九
一
）
の
荘
園
目
録
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

脚

し
て
長
講
堂
領
の
各
荘
園
の
来
歴
を
整
理
し
た
研
究
が
み
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

　
し
か
し
、
近
年
に
い
た
っ
て
御
願
寺
と
そ
の
荘
園
は
国
家
財
政
論
や
儀
礼
論
の
視

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

角
か
ら
研
究
が
深
化
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
女
院
領
を
分
析
す
る
研
究
も
頻
出
し
て

い

る
。
ま
た
荘
園
制
論
の
立
場
か
ら
は
、
御
願
寺
領
の
形
成
を
「
寄
進
の
受
け
皿
」

で

は
な
く
貴
族
社
会
側
の
主
体
的
な
中
世
荘
園
の
立
荘
と
位
置
づ
け
、
御
願
寺
で
開

催

さ
れ
る
国
家
的
な
仏
事
等
の
用
途
を
配
分
す
る
相
折
と
対
応
し
た
荘
園
設
立
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

態
が

追
究
さ
れ
て
い
る
。
御
願
寺
領
と
い
う
枠
組
み
に
着
目
し
て
荘
園
群
の
立
荘
と

そ
の
編
成
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
国
家
論
と
も
リ
ン
ク
し
た
荘
園
制
研
究

の

課
題
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
う
け
て
、
中
世
荘
園
の
立
荘
が
本
格
化
し
た
十

二
世
紀
後
半
に
お
け
る
院
御
願
寺
領
の
形
成
と
、
鎌
倉
末
期
に
い
た
る
そ
の
展
開
過

程

を
検
討
す
る
。
具
体
的
な
分
析
対
象
と
し
て
は
、
後
白
河
院
の
寵
妃
建
春
門
院

（平
滋
子
）
を
願
主
と
す
る
最
勝
光
院
の
荘
園
群
を
と
り
あ
げ
る
。

　
最
勝
光
院
は
後
白
河
院
の
院
御
所
で
あ
る
法
住
寺
殿
内
に
建
立
さ
れ
、
承
安
三
年

（
＝
七
三
）
十
月
に
落
慶
供
養
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
造
営
時
か
ら
鎌
倉
末
期
の
東
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
（
8
）

へ
の

寄
進
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
は
、
す
で
に
杉
山
信
三
氏
や
朧
谷
寿
氏
の
研
究
に

よ
っ
て
概
略
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
朧
谷
氏
は
、
十
二
世
紀
後
半
を
中

心

に
最
勝
光
院
を
と
り
ま
く
政
治
的
環
境
や
仏
事
の
状
況
に
も
論
及
し
て
い
る
。

　
最
勝
光
院
に
お
け
る
仏
事
の
執
行
形
態
は
近
年
の
寺
院
・
儀
礼
研
究
で
も
注
目
さ

れ
、
天
皇
の
御
願
寺
を
主
体
と
す
る
六
勝
寺
と
同
様
に
、
寺
務
を
担
当
す
る
上
卿
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

弁
の
設
置
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
上
卿
に
は
建
春
門
院
の
実
兄
に
あ
た
る
平
時
忠
が

就
き
、
後
白
河
院
と
建
春
門
院
の
院
司
を
兼
ね
る
藤
原
経
房
が
弁
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
十
二
世
紀
後
葉
の
最
勝
光
院
に
つ
い
て
は
経
房
の
日
記
で
あ
る
『
吉
記
』
に
多

く
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
の
『
吉
記
』
以
下
の
記
録
類
や
関
連

史
料
を
駆
使
し
な
が
ら
、
十
二
世
紀
後
葉
に
お
け
る
最
勝
光
院
領
荘
園
の
形
成
過
程

を
復
元
す
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
末
期
に
作
成
さ
れ
た
最
勝
光
院
領
荘
園
目
録
の
内
容

に

い

た

る
荘
園
群
の
変
質
に
つ
い
て
論
ず
る
。

　
な
お
、
最
勝
光
院
領
荘
園
に
つ
い
て
は
東
寺
領
荘
園
の
前
身
を
さ
ぐ
る
視
角
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

上

島
有
氏
が
傭
敵
し
て
お
り
、
近
年
で
は
中
世
前
期
か
ら
の
各
荘
園
ご
と
の
来
歴
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ま
と
め
た
『
東
寺
と
そ
の
庄
園
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
ら
の
成
果
に

負
う
部
分
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
論
及
さ
れ
て
い
な
い
史
料
や
見
解
を
異
に

す
る
事
実
も
含
め
て
、
東
寺
領
の
前
史
で
は
な
く
立
荘
・
伝
領
の
単
位
た
る
院
御
願

寺
領
の
形
成
と
い
う
切
り
口
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
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高橋一樹［院御願寺領の形成と展開］

0
最
勝
光
院
領
の
立
荘

　
最
勝
光
院
に
付
属
す
る
荘
園
群
は
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
三
月
日
付
の
最
勝

　
　
　
　
　
（
1
2
）

光
院
領
荘
園
目
録
（
以
下
、
「
荘
園
目
録
」
と
略
称
す
る
）
に
よ
り
二
〇
ヶ
所
が
確
認

で

き
る
（
表
1
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
最
勝
光
院
の
落
慶
と
同
時
に
立
荘
・

集
積
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
最
勝
光
院
領
と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
留
意
し
な
が
ら
、

各
荘
園
ご
と
に
成
立
過
程
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
く
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ

け
最
勝
光
院
の
落
慶
直
後
に
お
け
る
荘
園
形
成
の
動
き
は
、
前
述
し
た
藤
原
経
房
の

日
記
『
吉
記
』
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
勝
光
院
に
か
か
わ
る
雑
事

の

院
奏
お
よ
び
下
達
を
通
じ
、
同
院
執
行
と
後
白
河
院
・
建
春
門
院
と
の
パ
イ
プ
役

を
は
た
す
経
房
の
も
と
に
は
、
所
領
寄
進
を
め
ぐ
る
交
渉
な
ど
の
情
報
が
集
ま
り
、

経
房
は
そ
れ
を
日
記
に
記
録
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
こ
の
『
吉
記
』

の

記
事
と
関
連
史
料
を
も
と
に
、
十
二
世
紀
後
葉
に
立
荘
時
期
が
も
と
め
ら
れ
る
最

勝
光
院
領
荘
園
に
つ
い
て
個
別
に
検
討
し
た
い
（
立
荘
・
確
認
年
代
順
。
『
吉
記
』
の

記
事
に
も
と
つ
く
叙
述
箇
所
は
年
月
日
の
み
を
記
し
典
拠
を
省
略
し
た
）
。

　
①
近
江
国
檜
物
荘

　
承
安

四
年
（
一
一
七
四
）
二
月
二
十
六
日
、
吉
田
経
房
の
「
最
勝
光
院
御
庄
々
」

に

つ
い

て

の

院
奏
に
対
し
、
後
白
河
院
は
檜
物
荘
の
「
年
貢
供
壇
餅
之
外
、
可
加
進

米
三
十
石
」
と
命
じ
て
い
る
。
「
荘
園
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
年
貢
供
壇
餅
」
は

修
二
月
会
の
用
途
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
檜
物
荘
は
最
勝
光
院
の
修
二
月
会
に
壇
供

餅

な
ど
を
年
貢
と
し
て
負
担
す
る
こ
と
を
条
件
に
立
荘
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が

わ
か

る
。
な
お
、
約
半
年
後
の
同
年
八
月
二
十
二
日
に
経
房
が
建
春
門
院
に
奏
し

た

三

ヶ
条
の
な
か
に
、
「
檜
物
庄
押
取
金
勝
寺
領
間
事
」
が
み
え
る
。
檜
物
荘
の
立
荘

が

行

わ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
金
勝
寺
は
後
白
河
院
領
と
な
っ
て
い

た

興
福
寺
一
乗
院
の
末
寺
と
し
て
こ
の
年
に
立
券
さ
れ
、
膀
示
打
ち
に
よ
り
寺
域
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

画
定

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
在
地
レ
ヴ
ェ
ル
で
両
者
間
に
境
界
相
論
が

起
き
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

②
周
防
国
嶋
末
荘

　
承
安
四
年
八
月
九
日
、
経
房
の
も
と
に
内
大
臣
源
雅
通
の
使
者
が
訪
れ
、
嶋
末
荘

に

関
し
て
何
事
か
を
申
し
入
れ
た
。
翌
十
日
、
そ
の
内
容
が
院
奏
さ
れ
、
経
房
は
後

白
河
院
か
ら
指
示
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
経
過
か
ら
、
村
上
源
氏
の
氏
長
者
で
あ
る

源
雅
通
が
嶋
末
荘
を
知
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
村
上
源
氏
中
院
流
の
家
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

リ
ス
ト
と
さ
れ
る
「
中
院
流
家
領
目
録
草
案
」
に
も
「
嶋
末
」
と
あ
り
、
立
荘
過
程

に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
す

で
に

別
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
嶋
末
荘
は
源
雅
通
か
ら
の
寄
進
所
領
と
は
別
に

「
余
田
」
を
包
摂
し
な
が
ら
立
荘
さ
れ
た
。
荘
域
内
の
「
余
田
」
は
、
荘
園
領
主
を
介

し
て
国
衙
に
官
物
を
弁
済
す
る
国
衙
領
で
あ
り
、
承
安
四
年
二
月
二
十
六
日
に
経
房

が

「
最
勝
光
院
御
庄
々
事
・
：
嶋
末
庄
事
」
を
院
奏
し
た
際
に
も
、
後
白
河
院
は
「
国

庫

に
弁
済
す
る
官
物
を
注
申
す
べ
し
」
と
命
じ
て
い
る
。
国
衙
側
も
鎌
倉
後
期
に
い

た

る
ま
で
、
こ
の
嶋
末
荘
の
「
余
田
」
を
国
衙
単
位
所
領
の
嶋
末
と
し
て
認
識
し
て

い
た
。

　
③
越
前
国
志
比
荘

　
承
安
四

年
二
月
二
十
六
日
、
経
房
が
「
最
勝
光
院
御
庄
々
事
…
志
比
庄
事
」
を
院

奏

し
て
い
る
の
が
初
見
。
浅
香
年
木
氏
は
志
比
荘
の
成
立
時
に
越
前
斎
藤
氏
の
役
割

　
　
　
（
1
6
）

を
推
測
す
る
が
、
そ
の
具
体
像
は
不
明
で
あ
る
。

　
④
信
濃
国
塩
田
荘

　
ま
ず
『
吉
記
』
承
安
四
年
中
の
記
事
か
ら
関
連
す
る
内
容
を
掲
げ
る
。

　
　
八

月
五
日
　
　
巳
刻
参
院
、
奏
六
ヶ
条
事
、
…
別
当
申
所
領
等
寄
進
最
勝
光
院

八
月
十
三
日

八
月
十
六
日

九
月
八
日

事
、別

当
申
信
濃
庄
事
、
仰
年
貢
猶
少
思
食
、
可
注
申
所
当
、

早
参
院
、
奏
条
々
事
、
別
当
申
信
濃
国
塩
田
郷
年
貢
、
可
進
千

段
事
、
仰
、
可
進
寄
文
、

辰
刻
参
院
、
奏
雑
事
三
ヶ
條
、
塩
田
庄
使
事
、

八

月
五
日
に
検
非
違
使
別
当
藤
原
成
親
に
よ
る
所
領
寄
進
の
希
望
を
聞
い
た
後
白
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表

1
　
鎌
倉
末
期
の
最
勝
光
院
領
荘
園

荘
　
名

領
　
家

本
　
年
　
貢

綾
被
物

兵
士
役

備
　
考

播
磨
国
桑
原
庄

　
　
　
　
本
郷

　
　
　
上
揖
保

　
　
　
下
揖
保

　
　
　
平
位
村

摂
津
国
山
辺
庄

和
泉
国
堺
庄

備
前
国
福
岡
庄

　
　
　
長
田
庄

備
中
国
新
見
庄

讃
岐
国
志
度
庄

周
防
国
美
和
庄

肥
前
国
松
浦
庄

肥
後
国
神
倉
庄

筑
前
国
三
原
庄

越
前
国
志
比
庄

出
雲
国
大
野
庄

近
江
国
湯
次
庄

　
　
　
檜
物
庄

遠
江
国
原
田
庄

　
　
　
村
櫛
庄

信
濃
国
塩
田
庄

常
陸
国
成
田
庄

丹
波
国
佐
伯
庄

山
科
中
将
入
道

刑
部
少
輔
入
道

冷
泉
中
将
頼
成

三
位
法
印
泰
豪

故
右
大
弁
兼
頼
跡

今
林
准
后

一
乗
院
僧
正
坊

室
町
院

坊
門
中
将
入
道
後
家

東
二
条
院

仏
師
院
修
法
印

菅
三
品

浄
土
寺
僧
正
坊

関
東
備
前
守
・
小
山
出
羽
入
道
息
女

嵯
峨
中
納
言
法
印
坊
跡

聖
護
院
宮

坊
城
中
納
言

聖
護
院
宮

随
心
院
僧
正
坊

故
陸
奥
守
重
将
跡

地
頭
関
東
武
蔵
左
近
大
夫
将
監
請
所

持
明
院
左
兵
衛
督
保
藤

松
橋
僧
正

　
米
五
十
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
八
講
・
三
月
月
忌

　
　
十
五
石

　
　
十
五
石

　
　
十
五
石

　
　
　
六
石

続
松
二
十
把
・
檜
物
雑
器
　
　
　
　
　
　
七
月
八
講
・
十
二
月
月
忌

　
油
二
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
八
講
・
十
二
月
月
忌

（高
倉
院
正
月
八
講
・
月
忌
・
孟
蘭
盆
用
途
）

米
七
十
二
石
・
上
絹
十
五
疋
四
丈
・

綿
百
両
・
綾
十
三
疋
・
油
一
斗
九
升

　
・
白
細
美
布
二
十
六
反

油
五
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
八
講
・
五
月
月
忌

石
炭
三
十
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
八
講
・
十
二
月
月
忌

米
五
十
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
八
講
・
七
月
月
忌

米
五
十
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
八
講

上
絹
百
二
十
疋

米
三
百
石

綿
千
両
・
国
絹
十
疋
・
油
二
石

畳
四
十
帖

米
百
五
十
石

米
百
石
・
修
二
月
壇
供
餅
百
四
十
枚

米
四
百
五
十
石

米
百
石

白
布
千
六
十
段

国
絹
百
疋

（記
載
な
し
）

七
月
八
講
・
九
月
月
忌

七
月
八
講
・
十
月
月
忌

七
月
八
講
・
六
月
月
忌

七
月
八
講
・
正
月
月
忌

七
月
八
講
・
十
一
月
月
忌

七
月
八
講
・
四
月
月
忌

七
月
八
講

七
月
八
講
・
二
月
月
忌

七
月
八
講
・
八
月
月
忌

六
月
十
人

三
月
五
人

九
月
七
人

二
月
七
人

十
月
十
人

七
月
十
人

五
月
七
人

十
二
月
十
人

正
・
二
月
十
三
人

四
月
十
人

八
月
十
人

十
一
月
十
人

閏
月
三
人

御
念
仏
料
所

御
念
仏
衣
服
料
所

御
念
仏
料
所
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・高橋一樹［院御願寺領の形成と展開］

河
院

は
、
十
三
日
に
「
年
貢
猶
少
」
と
の
意
向
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
成
親
は

十
六
日
に
、
信
濃
国
塩
田
郷
の
年
貢
と
し
て
千
段
を
納
入
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
た

た

め
、
院
も
そ
れ
を
了
承
し
て
寄
進
状
の
提
出
を
命
じ
た
。
九
月
に
入
っ
て
実
際
の

立
荘
手
続
が
開
始
さ
れ
た
と
み
え
、
膀
示
打
ち
な
ど
の
た
め
に
現
地
に
下
向
す
る
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

使

と
考
え
ら
れ
る
「
塩
田
庄
使
事
」
が
院
奏
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
経
過
か
ら
、
塩
田
荘
の
立
荘
の
前
提
に
藤
原
成
親
に
よ
る
塩
田
郷
の
寄
進

が

行

わ
れ
た
こ
と
、
た
だ
し
年
貢
額
の
交
渉
が
決
着
し
て
か
ら
寄
進
状
が
作
成
さ
れ

た

こ
と
、
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
信
濃
国
は
、
成
親
の
弟
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

実
教

を
国
守
と
し
て
藤
原
忠
雅
が
知
行
し
て
い
た
。
忠
雅
は
成
親
・
実
教
の
父
家
成

（鳥
羽
院
第
一
の
寵
臣
）
の
女
婿
で
あ
る
。
成
親
・
実
教
・
忠
雅
は
後
白
河
院
の
近
臣

と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
と
く
に
成
親
と
忠
雅
は
建
春
門
院
に
も
仕
え
て
お
り
、
同
女

院
を
と
り
ま
く
人
脈
が
塩
田
荘
の
立
荘
を
導
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
⑤
遠
江
国
村
櫛
荘

　
承
安
四
年
九
月
十
日
、
備
後
守
為
行
が
申
請
し
て
い
た
最
勝
光
院
へ
の
所
領
寄
進

が

後

白
河
院
・
建
春
門
院
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
翌
々
日
、
再
び
経
房
が
院
奏

し
た
際
の
記
事
に
よ
る
と
、
遠
江
国
に
所
在
す
る
為
行
の
所
領
は
か
れ
が
何
ら
か
の

権

限
を
有
す
る
国
衙
領
で
あ
り
、
後
白
河
院
は
最
勝
光
院
領
と
し
て
立
荘
作
業
を
進

め

る
こ
と
を
了
承
し
て
い
る
。
「
荘
園
目
録
」
は
遠
江
国
の
最
勝
光
院
領
と
し
て
原
田

荘

と
村
櫛
荘
を
載
せ
る
が
、
前
者
は
待
賢
門
院
御
願
寺
の
法
金
剛
院
領
と
し
て
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
為
行
の
寄
進
所
領
と
結
び
つ
く
の
は
村
櫛
荘
で
あ
る

可
能
性
が

高
い
。
な
お
、
為
行
は
飛
騨
守
も
歴
任
し
た
典
型
的
な
院
近
臣
受
領
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

り
、
後
白
河
院
の
近
習
下
北
面
と
し
て
目
立
つ
存
在
だ
っ
た
と
い
う
。
後
白
河
院
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の

傾
向
と
し
て
「
北
面
下
臆
等
、
競
立
新
立
庄
、
甚
不
便
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

こ
う
し
た
立
荘
の
パ
タ
ー
ン
は
数
多
く
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑥
近
江
国
湯
次
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
二
月
の
吉
田
経
房
処
分
状
案
に
「
近
江
国
湯
次
庄
雛
翻
光
院

件
庄
者
最
勝
光
院
建
立
之
時
、
予
所
申
建
也
」
と
あ
る
。
最
勝
光
院
弁
で
あ
る
経
房

み

ず
か

ら
が
立
荘
に
関
わ
り
知
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
倭
名
抄
郷
に
系
譜
す
る
湯

次
郷
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
が
、
『
吉
記
』
に
関
連
記
事
は
確
認
で
き
な
い
。

　
⑦
肥
前
国
松
浦
荘

　
安
元
元

年
（
一
一
七
五
）
十
二
月
日
付
の
大
宰
大
弐
庁
宣
案
お
よ
び
治
承
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

（
＝
七
八
）
六
月
二
十
日
付
の
後
白
河
院
庁
下
文
案
に
よ
る
と
、
筑
後
前
司
大
江
国

兼
か
ら
私
領
を
譲
ら
れ
た
肥
前
々
司
大
江
国
通
は
、
そ
れ
を
保
延
五
年
（
一
＝
二
九
）

の

鳥
羽
院
庁
下
文
に
よ
り
「
別
符
」
と
し
た
。
こ
の
所
領
は
国
通
の
女
子
大
江
氏
か

ら
三
代
に
わ
た
っ
て
伝
領
し
た
が
、
安
元
元
年
八
月
こ
ろ
に
建
春
門
院
の
乳
母
で
あ

る
若
狭
局
（
平
政
子
）
が
そ
の
調
度
文
書
を
譲
り
受
け
、
建
春
門
院
に
寄
進
し
た
。

そ
の
結
果
、
建
春
門
院
庁
下
文
お
よ
び
「
院
宣
」
が
発
給
さ
れ
、
同
院
庁
分
の
松
浦

荘

と
し
て
正
式
に
立
荘
の
う
え
国
役
も
免
除
さ
れ
た
。
同
年
十
二
月
の
大
宰
大
弐
庁

宣

は
そ
れ
を
施
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
年
七
月
に
建
春
門
院
が
死
去

し
た
た
め
、
松
浦
荘
は
若
狭
局
の
治
承
二
年
二
月
解
状
に
よ
っ
て
最
勝
光
院
へ
再
寄

進

さ
れ
、
同
年
六
月
の
後
白
河
院
庁
下
文
が
そ
の
再
立
券
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　
⑧
讃
岐
国
志
度
荘

　

『
玉
葉
』
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
七
月
二
十
四
日
条
に
「
法
眼
志
度
庄
事
、
示

付
静
賢
了
最
勝
光
院
領
也
」
と
あ
り
、
九
条
兼
実
の
弟
慈
円
が
志
度
荘
に
つ
い
て
何
事
か

を
最
勝
光
院
執
行
の
静
賢
に
申
し
入
れ
て
い
る
。
建
永
元
年
（
＝
一
〇
六
）
の
慈
円

　
　
（
2
4
）

起
請
文
に

よ
る
と
、
慈
円
は
乳
母
の
西
園
寺
通
季
女
子
か
ら
志
度
荘
や
下
総
国
松
岡

荘

な
ど
相
伝
所
領
四
ヶ
所
を
譲
り
受
け
て
い
た
。
こ
の
う
ち
松
岡
荘
は
、
蓮
華
王
院

の

付
属
荘
園
と
し
て
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
三
月
以
前
に
成
立
し
て
お
り
、
志
度

荘

も
慈
円
が
譲
得
す
る
前
に
西
園
寺
家
と
の
関
係
か
ら
最
勝
光
院
領
と
し
て
立
荘
さ

れ
て

い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
西
園
寺
家
は
建
春
門
院
と
関
係
が
深
く
、
同
女
院
に
近
侍
す
る
女
房
の
一

条
は
西
園
寺
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
『
健
寿
御
前
日
記
』
は
、
こ
の
一
条
に
対
す
る
父

西
園
寺
公
通
と
同
腹
兄
実
宗
の
後
見
ぷ
り
を
記
す
が
、
か
れ
ら
は
慈
円
の
乳
母
と
兄

弟
・
甥
の
関
係
に
あ
た
る
。
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⑨
備
前
国
福
岡
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　

『
簡
要
類
聚
⑨
』
第
一
巻
に
備
前
国
福
岡
荘
の
成
立
に
つ
い
て
「
五
条
大
納
言
備

前
国
々
務
之
時
庄
号
令
寄
進
高
倉
院
御
井
了
、
最
勝
光
院
領
也
」
と
あ
り
、
藤
原
邦

綱
が

備
一
9
0
国
主
と
し
て
立
荘
し
、
高
倉
院
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
最
勝
光
院
領
に
寄

進

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
邦
綱
は
摂
関
家
の
家
司
を
つ
と
め
る
一
方
、
平
清
盛
と
緊

密
に

連
携

し
憲
仁
親
王
（
の
ち
に
高
倉
天
皇
）
の
春
宮
権
大
夫
と
な
る
な
ど
、
「
平
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

与
党
貴
族
の
う
ち
で
中
心
的
な
位
置
を
し
め
る
人
物
」
と
も
評
さ
れ
て
い
る
。
邦
綱

が

備
前
を
知
行
し
た
期
間
は
永
万
元
年
（
＝
六
五
）
七
月
か
ら
治
承
五
年
（
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

八
一
）
三
月
ま
で
と
考
え
ら
れ
、
高
倉
院
の
死
去
し
た
治
承
五
年
正
月
と
も
時
期
的

に

符
合
す
る
こ
と
か
ら
、
福
岡
荘
の
立
荘
は
治
承
五
年
は
じ
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑩
筑
前
国
三
原
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
三
原
荘
は

寿
永
三
年

（
＝
八
四
）
四
月
五
日
付
の
源
頼
朝
安
堵
状
案
に
み
え
、

後
白
河
院
が
頼
朝
に
「
給
預
」
し
た
平
家
没
官
領
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
を
、
頼
朝

が
平
頼
盛
に

知
行
を
安
堵
（
返
付
）
し
た
。
そ
の
荘
域
は
筑
後
国
三
原
郡
の
北
半
か

ら
筑
前
国
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
建
仁
元
年
（
二
一
〇
一
）
十
一
月
日
付
の
筑
後
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

高
良
宮
上
下
宮
井
小
社
等
造
営
所
課
荘
々
田
数
注
文
案
に
よ
る
と
、
筑
後
国
分
の
三

原
荘
は

公

田
数
五
百
町
を
こ
え
る
巨
大
な
郡
名
荘
で
あ
っ
た
。
平
頼
盛
が
大
宰
大
弐

と
し
て
異
例
の
現
地
赴
任
を
遂
げ
た
十
二
世
紀
後
葉
に
立
荘
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘

　
　
　
　
（
3
0
）

さ
れ
て
い
る
。

⑪
備
前
国
長
田
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
嘉
暦
元
年
（
二
二
二
六
）
六
月
十
八
日
付
の
前
石
見
守
平
繁
成
寄
進
状
に
、
「
件
庄

者
、
冷
泉
局
能
子
寄
進
最
勝
光
院
、
於
庄
務
者
、
可
令
相
伝
領
掌
之
由
、
寿
永
三
年

成
賜
院
庁
御
下
文
」
と
あ
る
。
こ
の
冷
泉
局
は
、
建
春
門
院
の
実
姉
の
冷
泉
局
で
は

　
（
3
2
）

な
く
、
平
教
盛
の
女
子
で
後
白
河
院
に
近
侍
し
た
冷
泉
局
能
子
で
あ
る
。
寿
永
三
年

（
一
一
八

四
）
は
後
白
河
院
が
院
政
を
復
活
し
備
前
国
な
ど
を
院
分
国
と
し
て
お
り
、

院
に
仕
え
る
冷
泉
局
の
寄
進
所
領
を
基
礎
に
国
衙
領
の
紙
工
保
な
ど
の
単
位
所
領
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

包
摂
し
て
長
田
荘
が
立
荘
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑫
播
磨
国
桑
原
荘

　
文
治
二
年
（
＝
八
六
）
六
月
、
後
白
河
院
が
源
頼
朝
に
梶
原
景
時
ら
の
押
領
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

停
止

さ
せ
る
よ
う
に
も
と
め
た
播
磨
国
内
の
所
領
の
な
か
に
、
「
揖
保
桑
原
」
と
あ
る

の

が

初
見
。
つ
づ
く
建
久
三
年
（
＝
九
二
）
正
月
日
付
の
後
白
河
院
庁
定
文
案
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

「
揖
保
桑
原
庄
最
勝
光
院
御
領
」
と
あ
り
、
後
白
河
院
の
愛
妾
高
階
栄
子
（
丹
後
局
）
が

預
所
職
を
知
行
す
る
王
家
領
荘
園
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
高
階

栄
子
の
生
母
で
あ
る
若
狭
局
か
ら
相
伝
し
た
⑦
肥
前
国
松
浦
荘
や
播
磨
国
安
田
荘
、

摂
津
国
志
宜
寺
（
い
ず
れ
も
預
所
職
）
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
同
様
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

揖
保
桑
原
荘
も
若
狭
局
か
ら
栄
子
に
預
所
職
が
伝
領
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
揖
保
桑
原
荘
は
こ
の
後
、
高
階
栄
子
か
ら
「
桑
原
庄
」
と
「
揖
保
庄
」
に
分
割
し

て

平
業
兼
と
山
科
教
成
に
そ
れ
ぞ
れ
譲
与
さ
れ
、
建
久
三
年
三
月
日
付
の
後
白
河
院

　
　
（
3
7
）

庁
下
文
に

よ
り
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
栄
子
は
荘
域
を
倭
名
抄
郷
に
系
譜
す
る
桑
原
郷

と
揖
保
郷
に
二
分
し
て
子
息
二
人
に
譲
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
荘
園
目
録
」

に

み
え

る
桑
原
荘
は
、
揖
保
桑
原
荘
の
全
域
を
指
し
、
平
業
兼
に
譲
ら
れ
た
「
桑
原

庄
」
の
み
で
は
な
い
。
「
荘
園
目
録
」
で
は
桑
原
荘
の
内
部
単
位
と
し
て
、
本
郷
・
上

揖

保
・
下
揖
保
・
平
位
村
を
記
す
が
、
こ
の
本
郷
は
桑
原
郷
、
つ
ま
り
平
業
兼
に
譲

ら
れ
た
「
桑
原
庄
」
を
指
し
、
上
・
下
揖
保
と
平
位
村
は
揖
保
郷
、
つ
ま
り
山
科
教

成
が
譲
得
し
た
「
揖
保
庄
」
の
分
割
さ
れ
た
単
位
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
最
勝
光
院

領
桑
原
荘
（
揖
保
桑
原
荘
）
は
、
本
郷
‖
桑
原
郷
を
中
核
に
揖
保
郷
を
付
け
加
え
る

か

た
ち
で
立
荘
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

⑬
肥
後
国
神
倉
荘
（
詫
麻
荘
）

　
神
倉
荘
の
成
立
過
程
を
論
じ
た
工
藤
敬
一
氏
は
、
王
家
領
の
郡
名
荘
で
あ
る
「
詫

麻
庄
」
が
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
に
分
割
（
片
寄
せ
）
さ
れ
た
結
果
、
長
講
堂
領

安
富
荘
（
詫
麻
本
庄
）
と
最
勝
光
院
領
神
倉
荘
（
詫
麻
新
庄
）
が
成
立
し
た
こ
と
、

「
詫
麻
庄
」
は
長
講
堂
と
最
勝
光
院
に
そ
の
得
分
を
あ
て
る
た
め
に
後
白
河
院
が
上
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

ら
設
定
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
院
権
力
に
よ
る
「
詫
麻
庄
」
の
立
荘
と
い
う
工
藤
氏

の

指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
「
詫
麻
庄
」
に
お
け
る
本
庄
と
新
庄
の
成
立
に
つ
い
て
は
も
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・高橋一樹［院御願寺領の形成と展開］

う
少
し
突
っ
込
ん
だ
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
詫
麻
庄
」
は
、
官
物
を
免
除
さ
れ
た
本
庄
と
国
衙
領
の
ま
ま
の
加
納
を
あ

わ
せ
た
荘
域
、
つ
ま
り
「
詫
麻
本
庄
・
加
納
」
と
い
う
内
部
構
造
を
も
っ
て
立
荘
さ

れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
十
月
の
長
講
堂
領
目
録
は
本
庄

（安
富
荘
）
を
「
庁
分
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
本
庄
を
中
心
と
す
る
「
詫
麻
庄
」

は
も
と
も
と
後
白
河
院
庁
分
の
荘
園
と
し
て
立
荘
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

荘
域
内
の
加
納
‖
国
衙
領
に
つ
い
て
の
官
物
が
免
除
さ
れ
て
最
勝
光
院
へ
の
年
貢
に

振

り
替
え
ら
れ
、
新
庄
と
な
っ
た
。
ま
た
長
講
堂
の
建
立
に
と
も
な
い
本
庄
の
庁
分

年
貢
が
長
講
堂
の
寺
用
に
充
て
ら
れ
、
本
庄
が
長
講
堂
領
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

「
詫
麻
庄
」
に
お
け
る
本
庄
1
1
長
講
堂
領
安
富
荘
と
新
庄
1
1
最
勝
光
院
領
神
倉
荘
と
の

区
分
が
確
立
し
た
と
考
え
る
。
ひ
と
つ
の
中
世
荘
園
を
構
成
す
る
本
庄
と
新
庄
で
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

主
や
荘
園
名
が
異
な
る
事
例
は
少
な
く
な
い
。

　
⑭
丹
波
国
佐
伯
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
寿
永
二
年
（
＝
八
三
）
二
月
日
付
の
建
礼
門
院
庁
下
文
案
に
よ
る
と
、
丹
波
国

佐

伯
郷
内
の
時
武
名
を
伝
領
し
た
秦
頼
康
は
、
そ
の
官
物
不
輸
を
認
め
た
国
司
庁
宣

を
得
て
時
武
名
を
高
倉
院
法
華
堂
に
寄
進
し
た
。
そ
し
て
時
武
名
は
、
年
貢
を
「
最

勝
光

院
正
月
御
八
講
御
燈
明
・
御
布
施
・
被
物
井
法
花
堂
御
国
忌
雑
事
」
に
充
て
る

こ
と
を
条
件
に
高
倉
院
法
華
堂
領
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
最
勝
光
院
の
仏
事
用
途
を
も
負
担
す
る
高
倉
院
法
華
堂
領
時
武
名
が
「
荘
園
目
録
」

に

み

え
る
丹
波
国
佐
伯
荘
と
深
く
関
わ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
佐
伯
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

は
荘
域
内
に
隼
人
司
領
の
便
補
保
な
ど
を
包
摂
し
た
中
世
荘
園
で
あ
り
、
時
武
名
が

そ
の
ま
ま
立
荘
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ほ
か
の
高
倉
院
法
華
堂
領
が
後
鳥
羽
親
政
下
の
建
久

八

～
九
年
（
一
一
九
七
～
八
）
に
集
中
し
て
立
荘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え

ば
、
尾
張
国
富
吉
荘
は
「
建
久
八
年
六
月
二
十
八
日
官
宣
旨
」
に
よ
り
立
券
さ
れ

　
　
（
4
2
）

て

い

る
し
、
太
政
官
厨
家
領
で
も
あ
る
安
芸
国
世
能
荒
山
荘
は
高
倉
院
法
華
堂
の
正

月
国
忌
用
途
が
近
年
断
絶
し
た
た
め
建
久
九
年
に
「
給
官
使
、
堺
四
至
打
膀
示
」
た

　
　
　
（
4
3
）

れ
て

い

る
。
佐
伯
荘
に
関
し
て
も
、
荘
域
内
に
包
摂
さ
れ
た
隼
人
保
を
含
め
て
「
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

久
検
注

帳
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寿
永
二
年
に
寄
進
さ
れ
た
官
物
不
輸

の

時
武
名
を
中
核
と
し
て
、
建
久
八
年
に
官
宣
旨
を
得
て
立
荘
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
。　

⑮
備
中
国
新
見
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
六
月
二
十
五
日
付
の
法
印
信
尊
契
約
状
案
に
「
備
中
国

新
見
庄

者
、
開
発
領
主
大
中
臣
孝
正
、
譲
官
長
者
隆
職
」
と
あ
り
、
大
中
臣
孝
正
な

る
者
か
ら
官
務
家
の
小
槻
隆
職
に
寄
進
さ
れ
た
所
領
が
新
見
荘
の
立
荘
に
結
び
つ
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
小
槻
隆
職
は
官
務
の
地
位
と
職
務
を
利
用
し
て
、
十
二
世
紀

後
葉
に
本
領
主
か
ら
の
寄
進
所
領
や
み
ず
か
ら
の
開
発
所
領
を
も
と
に
、
各
地
で
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

多
く
の
便
補
保
や
荘
園
を
立
て
て
お
り
、
新
見
荘
も
同
時
期
に
立
荘
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
⑯
周
防
国
美
和
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
延
慶
三
年

（
一
三
一
〇
）
八
月
三
日
付
の
官
宣
旨
案
に
よ
る
と
、
美
和
荘
は
一
二

世
紀
後
半
に

活
躍

し
た
仏
師
院
尊
の
相
伝
所
領
を
基
礎
に
立
荘
さ
れ
た
。
院
尊
の
所

領
は
嘉
応
三
年
（
一
一
七
一
）
に
藤
原
盛
光
か
ら
譲
与
さ
れ
た
国
免
荘
と
す
る
記
述

も
み
ら
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。
院
尊
は
承
安
四
年
二
月
こ
ろ
か
ら
法
住
寺
殿
内
の
法

華
堂
（
の
ち
建
春
門
院
法
華
堂
）
の
造
営
に
仏
師
と
し
て
関
わ
り
、
奉
行
を
つ
と
め

る
経
房
と
頻
繁
に
接
触
し
て
い
る
。
院
尊
の
所
領
寄
進
と
そ
れ
を
う
け
た
美
和
荘
の

立
荘
も
、
こ
の
関
係
を
介
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
十
二
世
紀
に
お
け
る
最
勝
光
院
領
荘
園
の
立
荘
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て

き
た
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
表
2
の
よ
う
に
な
る
。

　
表

2
に
ま
と
あ
た
十
六
ヶ
所
の
ほ
か
に
、
「
荘
園
目
録
」
で
は
摂
津
国
の
山
辺
荘
と

堺
荘
、
出
雲
国
大
野
荘
、
常
陸
国
成
田
荘
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
⑤
で
述
べ
た
よ
う

に

遠
江
国
原
田
荘
は
法
金
剛
院
領
と
し
て
立
荘
）
。
山
辺
荘
は
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二

世
紀
末
ま
で
伝
領
が
た
ど
れ
る
頭
弁
藤
原
通
俊
の
所
領
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
お

81



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第108集2003年10月

12世紀後葉における最勝光院領の立荘表2

寄進所領・寄進者立荘年次国名・荘園名

源雅通

藤原成親

備後守為行

藤原経房

若狭局政子

西園寺家力

藤原邦綱

平頼盛

冷泉局能子

塩田郷

国衙領

別符

国衙領

時武名

国免荘力

秦頼康

小槻隆職

院尊力

承安四年

承安四年

承安四年

承安四年

承安四年

承安四年

治承二年

治承五年以前

治承五年

寿永三年以前

寿永三年

文治二年以前

建久五年以前

建久八年

①近江国檜物荘

②周防国島末荘

③越前国志比荘

④信濃国塩田荘

⑤遠江国村櫛荘

⑥近江国湯次荘

⑦肥前国松浦荘

⑧讃岐国志度荘

⑨備前国福岡荘

⑩筑前国三原荘

⑪備前国長田荘

⑫播磨国桑原荘

⑬肥後国神倉荘

⑭丹波国佐伯荘

⑮備中国新見荘

⑯周防国美和荘

蜴
、
大
野
荘
に
つ
い
て
も
『
吉
記
』
承
安
四
年
二
月
十
七
日
条
に
「
大
野
庄
使
事
」

と
あ
る
の
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
立
荘
の
具
体
的
な
史
料
は
得

ら
れ
な
か
っ
た
。

　
逆
に

島
末
荘
の
よ
う
に
、
同
時
代
史
料
で
立
荘
の
過
程
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、

「
荘
園
目
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
例
も
あ
る
。
ま
た
、
「
荘
園
目
録
」
に
は
な

く
他
の
史
料
に
最
勝
光
院
領
と
記
さ
れ
る
荘
園
と
し
て
、
丹
波
国
和
久
荘
と
河
内
国

大
和
田
荘
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
大
和
田
荘
に
つ
い
て
は
、
平
頼
盛
室
で
光
盛
母
に
あ

た
る
女
性
の
相
伝
所
領
を
後
白
河
院
に
寄
進
し
た
結
果
、
建
春
門
院
法
華
堂
領
大
和

田
荘
が
立
荘
さ
れ
、
同
荘
の
知
行
を
認
め
る
院
庁
下
文
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら

　
（
4
9
）

れ
る
。
こ
の
建
春
門
院
法
華
堂
は
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
建
春
門
院
が
死
去
し

た
際
に
葬
ら
れ
た
法
華
堂
で
あ
り
、
最
勝
光
院
と
同
じ
法
住
寺
殿
内
に
造
営
さ
れ
た

蓮
華
王
院
に
付
属
す
る
御
堂
で
あ
る
。
こ
の
た
め
最
勝
光
院
領
の
立
荘
過
程
を
ま
と

め

た

表

2
に
は
大
和
田
荘
を
含
め
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
荘
園
目
録
」
の
記
載
内
容
は
最
勝
光
院
の
創
建
か
ら

一
定
期
間
を
経
て
荘
園
群
を
編
成
し
な
お
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
章
で

は
、
表
1
・
2
に
も
と
づ
き
年
貢
等
の
負
担
体
系
の
問
題
を
含
め
て
具
体
的
な
分
析

を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

②
立
荘
の
経
緯
と
仏
事
体
系

　
か

つ
て

の

荘
園
制
研
究
で
は
、
御
願
寺
領
は
願
主
で
あ
る
院
や
女
院
に
中
央
貴
族

か

ら
上
分
が
寄
進
さ
れ
て
い
た
荘
園
が
施
入
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し

か

し
近
年
の
研
究
が
個
別
荘
園
の
例
か
ら
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
誤
っ
た
理
解
と

い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
最
勝
光
院
の
荘
園
設
立
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
結
果
が
示
す
よ
う
に
、
十
二
世
紀

後
葉
の
院
御
願
寺
で
は
、
願
主
で
あ
る
院
や
女
院
の
承
認
を
得
て
付
属
荘
園
を
設
定

す

る
と
い
う
方
針
の
も
と
に
、
中
央
貴
族
か
ら
所
領
が
寄
進
さ
れ
立
荘
が
行
わ
れ
た
。
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し
か
も
、
寄
進
所
領
の
実
態
は
国
衙
領
や
国
免
荘
（
免
田
）
な
ど
で
あ
り
、
既
存
の

公
家
領
荘
園
か
ら
の
上
分
寄
進
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
実
際
に
立
荘
さ

れ
た
荘
園
は
、
寄
進
所
領
と
は
別
に
国
衙
領
や
他
領
な
ど
を
包
摂
し
た
複
合
的
な
荘

域
構
成

を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
包
摂
さ
れ
た
国
衙
領
は
加
納
な
い
し
余
田
な
ど

と
し
て
国
衙
へ
の
官
物
弁
済
を
継
続
し
て
お
り
、
国
衙
の
財
政
と
両
立
し
た
荘
園
形

成
で
あ
る
。
院
分
国
主
や
知
行
国
主
が
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
最
勝
光
院
領
の
設
定

は
、
そ
う
し
た
中
世
荘
園
の
立
荘
と
そ
の
特
質
を
象
徴
す
る
事
例
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
最
勝
光
院
領
に
お
け
る
立
荘
形
態
と
荘
域
構
成
を
右
の
よ
う
に
ま
と
め
た
う
え
で
、

そ
の
立
荘
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
表
2
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
安
楽
寿
院
領

な
ど
と
同
じ
く
落
慶
直
後
の
立
荘
が
多
く
確
認
で
き
る
。
建
春
門
院
を
願
主
と
す
る

最
勝
光
院
は
平
氏
権
力
と
関
係
が
深
く
、
付
属
荘
園
の
立
荘
に
寄
進
所
領
を
結
び
つ

け
た
貴
族
た
ち
の
顔
ぶ
れ
に
も
親
平
氏
の
公
卿
や
実
務
官
僚
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
清
盛
が

鳥
羽
院
政
下
の
藤
原
家
成
と
同
様
に
御
願
寺
の
造
営
と
セ
ッ
ト
で
付
属
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

園
の
立
荘
に
介
在
し
た
こ
と
は
別
の
機
会
に
述
べ
た
が
、
こ
の
最
勝
光
院
領
の
形
成

も
治
承
以
前
は
平
氏
権
力
と
の
関
係
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
寿
永
以

後
も
ひ
き
つ
づ
き
立
荘
は
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
実
質
的
な
立
荘
勢
力

の

動
向
と
は
別
に
、
院
御
願
寺
領
の
編
成
と
い
う
視
点
か
ら
立
荘
の
経
緯
に
つ
い
て

検
討
し
よ
う
。

　
最
勝
光
院
領
荘
園
の
設
定
に
関
す
る
動
き
が
確
認
で
き
る
の
は
、
承
安
四
年
二
月

十
一
日
に
経
房
が
「
最
勝
光
院
庄
事
」
を
含
む
雑
事
八
ヶ
条
を
院
奏
し
た
の
が
初
見

で

あ
る
。
最
勝
光
院
の
落
慶
供
養
か
ら
四
ヶ
月
を
経
た
こ
の
時
期
、
付
属
荘
園
の
立

荘
作
業
は
遅
延
し
て
い
た
よ
う
で
、
翌
々
日
の
二
月
十
三
日
に
は
、
経
房
を
通
じ
て

後
白
河
院
庁
と
最
勝
光
院
の
あ
い
だ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

　
　
下
総
国
別
進
白
布
、
可
宛
最
勝
光
院
用
途
之
由
、
有
其
仰
、
伍
副
御
教
書
、
送

　
　
遣
静
賢
法
印
許
、
御
庄
々
未
定
之
間
、
且
所
給
也
舶
櫛
萌
≡
什
に
飯
也
、
残
遣
御
倉

　
　
了
、

　
付

属
荘
園
が
未
定
の
た
め
寺
用
を
賦
課
で
き
ず
、
後
白
河
院
庁
か
ら
執
行
静
賢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

も
と
に
白
布
が
送
り
届
け
ら
れ
て
い
る
。
朧
谷
寿
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
自

布
は

数

日
後
の
最
勝
光
院
で
催
さ
れ
た
理
趣
三
昧
会
で
布
施
等
に
使
用
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
。
最
勝
光
院
で
は
落
慶
時
に
封
戸
を
施
入
さ
れ
た
形
跡
も
な
い
こ
と
か
ら
、

創
建
当
初
か
ら
経
済
的
な
基
盤
を
荘
園
に
も
と
め
、
そ
の
新
立
を
は
か
る
方
針
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
前
章
で
の
検
討
に
よ
る
と
、
最
初
の
付
属
荘
園
と
し
て
は
承
安
四
年
の
後
半
に
①

～
⑥
が
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
て
新
た
に
立
荘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
年
九
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

に

「
最
勝
光
院
御
庄
々
寄
文
六
通
」
が
後
白
河
院
庁
か
ら
執
行
静
賢
に
送
付
さ
れ
た

こ
と
に
符
合
し
て
お
り
、
最
勝
光
院
領
は
六
荘
園
か
ら
出
発
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
う
ち
立
荘
時
の
同
時
代
史
料
か
ら
判
明
す
る
負
担
内
容
は
、
①
檜
物
荘
の
壇
供

餅
・
米
三
十
石
と
④
塩
田
荘
の
白
布
千
段
で
あ
り
、
「
荘
園
目
録
」
に
み
え
る
両
荘
の

本
年
貢
と
品
目
が
一
致
す
る
（
た
だ
し
年
貢
量
は
微
妙
に
異
な
る
）
。
そ
こ
で
残
り
の

②
志
比
荘
・
⑤
村
櫛
荘
・
⑥
湯
次
荘
の
本
年
貢
を
「
荘
園
目
録
」
か
ら
摘
記
す
る
と
、

そ

れ
ぞ
れ
綿
千
両
・
国
絹
千
疋
・
油
二
石
、
米
百
石
、
米
百
五
十
石
と
な
る
。
立
荘

時
か
ら
の
変
化
が
予
想
さ
れ
る
年
貢
量
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
そ
の
品
目
だ
け
を
な

ら
べ
る
と
、
当
初
の
最
勝
光
院
領
六
荘
園
は
壇
供
餅
・
米
・
白
布
・
綿
・
国
絹
・
油

な
ど
を
本
年
貢
と
し
て
立
荘
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
最
初
の
付
属
荘
園
が
確
定
し
て
い
な
い
承
安
四
年
前
半
に
最
勝
光
院

で
催

さ
れ
た
仏
事
に
お
け
る
仏
供
料
や
布
施
用
途
の
品
目
の
一
部
、
さ
ら
に
は
日
常

的
に
必
要
な
灯
油
料
に
一
致
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
承
安
四
年
二
月
二
十
三
日
か

ら
三
十
日
に
か
け
て
最
勝
光
院
小
御
堂
で
行
わ
れ
た
理
趣
三
昧
会
の
用
途
を
み
て
み

よ
う
。
ま
ず
初
日
ま
で
に
仏
供
・
僧
供
料
の
米
や
装
束
、
散
花
、
敷
砂
、
畳
な
ど
が

調
達
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
院
庁
御
倉
、
諸
国
、
寺
家
沙
汰
、
年
預
・
御
所
預
へ
の
所
課

で

あ
っ
た
。
結
願
日
の
布
施
に
つ
い
て
は
、
綾
被
物
・
装
束
・
白
布
・
綿
・
国
絹
な

ど
が
最
勝
光
院
上
卿
の
平
時
忠
か
ら
進
納
さ
れ
て
い
る
。
最
勝
光
院
に
お
け
る
こ
う

し
た
仏
事
用
途
の
す
べ
て
が
、
立
荘
後
の
荘
園
所
課
に
よ
り
調
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
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る
わ
け
で
は
な
く
、
荘
園
設
定
後
も
布
施
用
途
を
院
庁
と
寺
家
の
両
方
が
用
意
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

い

る
事
例
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
用
途
の
な
か
か
ら
立
荘
前
の
交
渉
時
に
年
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

の

品
目
と
額
を
選
択
・
決
定
し
て
、
付
属
荘
園
の
立
荘
に
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
点
を
裏
づ
け
る
の
が
、
藤
原
定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
に
み
え
る
記

事
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
承
安
三
年
十
月
の
落
慶
供
養
か
ら
約
半
世
紀
を
経
た
嘉
禄

二
年

（
＝
一
二
六
）
六
月
、
最
勝
光
院
は
放
火
に
よ
っ
て
焼
失
の
憂
き
目
に
あ
う
が
、

藤
原
定
家
は
「
天
下
第
一
之
仏
閣
」
と
称
賛
し
た
そ
の
御
堂
の
焼
失
を
歎
い
て
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
夜
火
果
而
是
最
勝
光
院
云
々
、
予
難
非
可
縁
之
身
、
幼
稚
之
昔
、
眼
前
見
彼
草

　
　
創
之

時
、
築
壇
被
引
地
、
錐
未
出
仕
、
耳
聞
供
養
厳
重
之
儀
、
爾
来
継
体
守
文

　
　
君
、
難
宝
詐
相
伝
、
只
有
権
勢
近
臣
之
貧
寺
領
、
無
一
分
之
修
理
、
仏
聖
灯
油

　
　
断
絶
、
布
施
用
途
滅
亡
、
書
堂
紛
閣
、
遂
年
月
為
埃
塵
、
（
中
略
）
遣
青
侍
宗
弘
、

　
　
令
見
彼
御
堂
、
未
時
帰
来
、
南
西
之
諸
門
井
半
作
破
壊
、
塔
不
焼
、
預
承
仕
等

　
　
悲
泣
之
外
、
人
不
見
云
々
、
面
々
述
懐
、
仏
聖
灯
油
断
絶
、
諸
庄
兵
士
一
人
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
参
、
夜
半
許
御
堂
火
付
之
由
有
告
者
、
驚
出
而
見
之
、

　
定
家
に
よ
る
と
、
最
勝
光
院
の
「
寺
領
」
は
お
も
に
修
理
料
・
仏
聖
灯
油
料
・
布

施

用
途
・
兵
士
役
を
負
担
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
兵

士
役

は
、
平
治
元
年
（
＝
五
九
）
の
宝
荘
厳
院
領
目
録
に
毎
月
兵
士
二
名
を
負
担

す

る
荘
園
が
み
え
る
よ
う
に
、
御
願
寺
を
日
常
的
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
課
役

で

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
吉
記
』
寿
永
元
年
二
月
十
七
日
条
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
記
事

が
み
え
る
。

　
　
黄
昏
、
参
転
輪
院
、
今
夜
修
二
月
也
、
（
中
略
）
上
座
任
尊
来
座
前
示
云
、
当
院

　
　
近
々
有
若
亡
、
閑
院
人
々
一
切
不
被
参
、
諸
国
御
封
併
以
未
済
難
行
之
由
難
申

　
　
上
、
無
用
途
之
成
敗
、
不
可
違
式
日
可
行
之
旨
、
依
被
仰
下
、
如
形
所
行
也
、

　
　
有
護
摩
施
不
行
之
、
毎
日
供
養
法
如
形
所
行
也
、
依
無
庄
園
無
兵
士
、
議
難
済

　
　
御
封
許
也
、
執
行
言
談
如
此
、

　
鳥
羽
院
が
生
母
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た
御
願
寺
の
転
輪
院
で
は
、
寺
用

を
封
物
収
入
に
依
存
し
て
い
た
が
、
諸
国
か
ら
の
封
物
納
入
が
滞
り
仏
事
の
実
施
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

ま
ま
な
ら
な
い
う
え
、
荘
園
が
な
い
た
め
兵
士
役
を
賦
課
で
き
な
い
と
い
う
。
兵
士

役

は
荘
園
で
な
い
と
賦
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
役
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
寺
用
相
折
に
即
し
た
本
年
貢
と
な
ら
ん
で
付
属
荘
園
の
立
荘
理
由
に
も
な
り

え

た
。
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
九
月
B
付
の
後
鳥
羽
院
庁
下
文
に
よ
る
と
、
藤
原

宗
行
の
所
領
寄
進
状
に
明
記
さ
れ
た
毎
年
国
絹
三
十
疋
と
一
月
兵
士
三
人
の
負
担
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

条
件
に
最
勝
四
天
王
院
領
加
賀
国
右
荘
の
立
荘
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
最
勝
光
院
で

も
承
安
四
年
八
月
五
日
に
「
最
勝
光
院
兵
士
事
」
が
院
奏
さ
れ
て
お
り
、
承
安
四
年

に

立
荘
さ
れ
た
六
荘
園
が
当
初
の
兵
士
役
を
負
担
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
で

は
、
承
安
四
年
の
六
荘
園
よ
り
の
ち
の
立
荘
は
寺
用
の
増
加
に
み
あ
う
も
の
と

推
測

さ
れ
る
に
し
て
も
、
具
体
的
に
は
何
を
契
機
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の

点
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
は
、
つ
ぎ
の
史
料
で
あ
る
。

　
　
最
勝
光
院

　
　
　
注
進
　
一
年
中
御
仏
事

　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　一　　一一
右
、

　
正
中
二
年

れ

る
に
あ
た
っ
て
注
進
さ
れ
た
年
中
仏
事
の
内
容
で
あ
る
。

仏
事

は
創
建
当
初
か
ら
一
斉
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

る
各
仏
事
の
初
見
年
次
を
公
家
日
記
な
ど
か
ら
検
索
す
る
と
、

　
　
・
修
二
月
会

正
月
御
八
講
購
遣
酎
砿
頸
干
＋
七
日
高
倉
院
御
国
忌

二
月
十
五
日
夜
　
　
　
　
　
修
二
月

七
月
御
八
講
膳
師
叶
翻
＋
二
日
建
春
門
院
御
国
忌

同
十
五
日
孟
蘭
盆
講
離
鯖
蘭
院
両
院
御
菩
提

十
月
八
日
御
念
仏
舗
廿
品
日

毎
月
ニ
ケ
度
御
月
忌
杁
酩
礎
離
舗
嚇
鋼
朋
盟
新
写
法
華
経
供
養

任
例
注
進
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
正
中
二
年
正
月
　
日

　

（
一
三
二
五
）
に
最
勝
光
院
の
執
務
職
と
付
属
荘
園
が
東
寺
に
寄
進
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
勝
光
院
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
二
月
九
日
（
『
吉
記
』
）
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［院御願寺領の形成と展開］・・…・高橋一樹

・

建
春
門
院
月
忌

・
御
念
仏

・

七
月
御
八
講

・

孟
蘭
盆
供

・
正
月
御
八
講

　
少
し
補
足
し
て
お
く
と
、

ら
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
安
元
元
年

正
月
八
講
が
正
月
十
四
日
始
と
な
る
の
は
文
治
二
年

（『
玉
葉
』
）
。
ま
た
、
御
念
仏
と
孟
蘭
盆
は
初
見
年
次
よ
り
以
前
か
ら
開
始
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
典
拠
史
料
の
記
載
か
ら
う
か
が
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
最
勝
光
院
の
年
中
仏
事
は
、
創
建
か
ら
十
数
年
間
に
増
加
し
整
備
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
核
は
願
主
で
あ
る
建
春
門
院
と
そ
の
子

高
倉
院
の
菩
提
を
弔
う
法
華
八
講
（
国
忌
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
家
的
仏
事
と
最

勝
光
院
領
の
追
加
立
荘
と
が
直
接
に
リ
ン
ク
す
る
こ
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
つ
ぎ
の

よ
う
な
事
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
す

な
わ
ち
、
備
前
国
主
藤
原
邦
綱
に
よ
る
⑧
福
岡
荘
の
立
荘
は
高
倉
院
の
菩
提
料

負
担
を
条
件
と
し
て
養
和
元
年
に
行
わ
れ
、
⑨
佐
伯
荘
の
前
身
で
あ
る
時
武
名
が
寿

永
二
年
に
寄
進
さ
れ
る
際
に
は
、
国
司
庁
宣
に
よ
る
官
物
免
除
の
振
り
替
え
と
し
て

年
貢
を
「
最
勝
光
院
正
月
御
八
講
御
燈
明
御
布
施
被
物
井
法
花
堂
御
国
忌
雑
事
」
に

宛
て

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑦
平
政
子
に
よ
る
松
浦
荘
の
再
寄
進
が

建
春
門
院
の
死
去
に
と
も
な
う
も
の
で
、
そ
の
再
立
券
が
治
承
二
年
六
月
に
実
現
し

た
の
も
、
翌
月
か
ら
の
法
華
八
講
（
建
春
門
院
国
忌
）
の
開
始
に
と
も
な
う
も
の
と

み

て

よ
い
。
中
央
貴
族
た
ち
は
最
勝
光
院
に
近
い
人
脈
を
駆
使
し
て
落
慶
後
も
こ
れ

ら
の
機
会
を
と
ら
え
、
み
ず
か
ら
の
所
領
を
寄
進
し
最
勝
光
院
領
の
立
荘
に
結
び
つ

け
た
の
で
あ
る
。

治
承
元
年
（
＝
七
七
）
三
月
八
日
（
『
愚
昧
記
』
）

治
承
元
年
（
二
七
七
）
十
二
月
二
日
（
『
玉
葉
』
）

治
承
二
年
（
＝
七
八
）
七
月
八
日
始
～
十
二
日
結
願

（『
玉
葉
』
ほ
か
）

治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
七
月
十
五
日
（
『
山
椀
記
』
）

寿
永
二
年
（
二
八
三
）
正
月
十
九
日
始
～
二
十
二
日

結
願
（
『
玉
葉
』
ほ
か
）

　

修
二
月
会
が
年
中
仏
事
注
文
の
よ
う
に
二
月
十
五
日
か

　
　
　
　
　
　
　
（
＝
七
五
）
か
ら
で
あ
る
（
『
玉
葉
』
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
一
八

六
）
が
初
見
で
あ
る

　
以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
最
勝
光
院
で
は
仏
事
用
途
の
一
部
や
灯
油
料
・
兵

士
役

な
ど
を
負
担
す
る
六
荘
園
が
落
慶
の
翌
年
に
ま
と
め
て
立
荘
さ
れ
、
そ
の
後
は

願
主
で
あ
る
建
春
門
院
や
高
倉
院
の
国
忌
と
い
っ
た
国
家
的
仏
事
の
増
加
な
ど
に
対

応
す

る
用
途
調
達
を
理
由
に
、
新
た
な
立
荘
を
重
ね
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
点
、
同
じ

女
院
の
御
願
寺
と
し
て
十
三
世
紀
初
頭
に
建
立
さ
れ
た
歓
喜
寿
院
（
七
条
院
御
願
寺
）

の

場
合
は
、
「
以
相
伝
之
庄
園
、
為
建
立
之
寺
領
者
、
古
今
之
勝
燭
、
院
宮
之
佳
例
也
、

愛
彼
院
早
難
遂
供
養
之
儀
、
未
定
置
仏
聖
之
備
、
勤
修
非
一
、
寺
用
惟
多
、
伍
以
此

　
　
　
　
　
　
（
斑
）

御
領
、
欲
充
用
途
」
と
い
う
よ
う
に
、
願
主
の
女
院
が
管
領
す
る
既
存
の
荘
園
を
施

入
す

る
こ
と
が
「
佳
例
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
最
勝
光
院
領
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
立
荘
さ

れ
た

十
二
世
紀
と
の
段
階
差
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
最
勝
光
院
領
の
よ
う
に
院
御
願
寺
領
の
立
荘
と
仏
事
体
系
が
リ
ン
ク
し
て

い

る
こ
と
は
、
御
願
寺
（
堂
舎
）
と
付
属
荘
園
群
の
相
伝
を
不
可
分
の
関
係
に
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

つ

け
、
そ
の
継
承
者
が
国
忌
等
の
仏
事
を
主
催
し
付
属
荘
園
か
ら
用
途
を
徴
収
す
る

こ
と
を
必
然
化
し
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
立
荘
に
寄
進
所
領
を
結
び
つ
け
預
所

職

を
知
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
中
央
貴
族
も
、
御
願
寺
と
そ
の
付
属
荘
園
群
を
伝
領

し
た
院
な
い
し
女
院
に
仕
え
て
寺
用
相
折
に
も
と
つ
く
年
貢
・
公
事
を
納
入
し
、
子

孫
に
預
所
職
を
伝
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
十
二
世
紀
後
葉
に
お
け
る
最
勝
光
院
領
の
立
荘
状
況
と
鎌
倉
末
期
の
「
荘
園
目
録
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
者
に
記
載
さ
れ
た
年
貢
等
の
負
担
内
容
が
最
勝
光
院
に

お
け
る
年
中
仏
事
の
全
体
像
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
よ
う
に
最
勝
光

院
で
法
華
八
講
（
国
忌
）
や
月
忌
、
孟
蘭
盆
会
な
ど
の
仏
事
が
出
そ
ろ
っ
た
十
二
世

紀
末
葉
以
降
に
各
荘
園
の
負
担
体
系
が
再
編
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

点
を
中
心
に
、
次
章
で
は
鎌
倉
期
以
降
の
最
勝
光
院
領
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た

い
。
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③
荘
園
支
配
の
変
質

　
さ
き
に
ふ
れ
た
『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
六
月
の
記
事
は
、
十
三
世

紀
前
葉
の
最
勝
光
院
で
付
属
荘
園
か
ら
の
年
貢
納
入
が
悪
化
し
て
い
た
状
況
を
伝
え

て

い

る
。
藤
原
定
家
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
知
行
者
た
ち
に
よ
る
「
寺
領
の
貧
り
」

を
あ
げ
て
い
る
が
、
「
荘
園
目
録
」
で
も
同
じ
く
知
行
者
（
領
家
な
い
し
領
主
）
か
ら

の

所
済
が
滞
っ
て
い
る
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
み
る
と
、
鎌
倉
末
期
の

最
勝
光
院
公
文
が
把
握
し
て
い
る
だ
け
で
も
、
建
長
年
中
や
文
永
・
弘
安
年
間
を
最

後
に

年
貢
等
が
減
済
な
い
し
未
済
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
⑧
志
度
荘

に

関
し
て
は
「
御
寺
回
禄
之
時
以
後
、
被
物
之
外
一
向
無
所
済
」
と
あ
り
、
嘉
禄
二

年
の
最
勝
光
院
焼
失
以
後
は
七
月
御
八
講
（
建
春
門
院
）
・
御
月
忌
（
両
院
）
の
綾

比

（被
）
物
二
重
の
み
し
か
納
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
⑧
志
度
荘
の
所
済
状
況
を
し
め
す
、
こ
の
記
載
内
容
を
素
直
に
解
釈
す
る
と
、
建

春
門
院
御
八
講
と
毎
月
二
回
の
月
忌
に
用
い
ら
れ
る
綾
被
物
の
負
担
体
系
は
、
嘉
禄

二
年
以
前
に
整
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
後
白
河
院
死
去
直
前
の
建
久
三
年

（
＝
九
二
）
正
月
に
、
同
院
庁
が
長
講
堂
な
ど
と
な
ら
ん
で
最
勝
光
院
に
関
す
る
起

　
　
　
　
　
（
6
1
）

請

を
定
め
た
文
書
を
み
る
と
、
常
套
句
的
な
表
現
な
が
ら
「
凡
蕨
寺
用
相
折
庄
薗
敷

地
等
油
田
同
載
別
云
々
」
と
あ
り
、
基
本
的
な
荘
園
所
課
の
体
制
は
す
で
に
整
え
ら

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
荘
園
目
録
」
の
御
八
講
・
月
忌
に
関
す
る
負
担

体

系
は
、
高
倉
院
御
八
講
の
開
始
さ
れ
た
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
以
後
、
と
く
に

年
中
仏
事
の
整
備
と
連
動
し
つ
つ
十
二
世
紀
末
葉
か
ら
嘉
禄
二
年
ま
で
の
あ
い
だ
に

編
成
さ
れ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　
こ
の
間
、
建
久
三
年
二
月
に
は
最
勝
光
院
が
後
白
河
院
か
ら
後
鳥
羽
天
皇
に
譲
与

　
（
6
2
）

さ
れ
、
退
位
後
に
院
政
を
開
始
し
た
後
鳥
羽
院
が
承
久
の
乱
後
に
配
流
さ
れ
る
ま
で
、

最

勝
光
院
で
の
仏
事
は
後
鳥
羽
院
が
主
催
し
て
い
る
。
建
久
三
年
に
は
、
官
掌
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

重

公
事
分
配
状
が
四
番
編
成
で
作
成
さ
れ
、
最
勝
光
院
の
修
二
月
と
二
回
の
御
八
講

を
含
め
て
、
後
鳥
羽
治
政
下
に
お
け
る
仏
事
の
執
行
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
ま
た
、

建

久
八
年
に
最
勝
光
院
の
堂
舎
が
強
風
の
た
め
に
破
損
し
た
際
に
も
、
後
鳥
羽
院
は

官
使
を
派
遣
し
実
検
を
行
わ
せ
て
、
御
八
講
以
前
に
修
理
が
完
了
す
る
よ
う
に
補
修

　
　
　
　
　
（
6
4
）

を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
氏
の
強
い
影
響
下
に
多
く
の
公
卿
・
殿
上
人
が
仏
事

に

参
入

し
た
後
白
河
院
政
期
の
最
勝
光
院
の
面
影
は
な
く
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

は
正
月
御
八
講
に
上
卿
す
ら
不
参
加
の
状
況
と
な
り
、
建
永
二
年
（
一
二
〇
七
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

正
月
御
八
講
で
は
「
無
人
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

　
後
鳥
羽
院
政
期
の
最
勝
光
院
で
は
、
こ
の
よ
う
に
内
乱
前
の
求
心
力
は
低
下
し
て

い

た
も
の
の
、
二
回
の
御
八
講
を
は
じ
め
、
修
二
月
や
御
念
仏
な
ど
の
仏
事
自
体
は

維
持
さ
れ
て
い
た
。
十
二
世
紀
の
白
河
・
鳥
羽
に
次
々
と
建
立
さ
れ
た
数
多
く
の
御

願
寺
が
堂
舎
を
失
い
、
仏
事
の
開
催
場
所
を
変
え
て
い
く
な
か
で
、
最
勝
光
院
も
前

述

し
た
嘉
禄
二
年
の
火
災
で
ほ
ぼ
焼
失
す
る
。
し
か
し
、
翌
三
年
に
は
再
建
の
上
棟

　
　
（
6
7
）

を
行
い
、
こ
れ
以
後
は
蓮
華
王
院
の
新
御
堂
と
し
て
正
月
・
七
月
御
八
講
な
ど
の
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

事

を
実
施
す
る
場
と
な
っ
た
。
新
生
の
最
勝
光
院
に
お
け
る
御
八
講
以
下
の
仏
事
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

催
は
十
三
世
紀
後
葉
ま
で
公
家
日
記
に
散
見
さ
れ
る
が
、
弘
安
年
間
に
い
た
る
と

「荘
園
目
録
」
の
記
載
に
あ
る
よ
う
に
年
貢
・
公
事
の
減
済
・
未
済
が
急
増
す
る
。
た

だ

し
、
こ
の
間
も
仏
事
に
必
要
な
用
途
な
ど
を
付
属
荘
園
か
ら
調
達
す
る
努
力
は
続

け
ら
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
勝
光
院
は
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
十
月
二
十
一
日
の
供
養
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

北

院
御
室
・
守
覚
法
親
王
が
検
校
に
補
任
さ
れ
て
い
た
が
、
寺
務
の
執
行
は
後
白
河

院
の
近
臣
僧
で
あ
る
静
賢
が
掌
握
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
後
白
河
院
の
死
後
、
静
賢

の

活
動
は

記
録
類
か

ら
一
切
み
え
な
く
な
る
。
そ
れ
に
か
わ
っ
て
浮
上
し
て
く
る
の

が

最
勝
光
院
政
所
で
あ
る
。

　
守
覚
法
親
王
の
死
後
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
二
月
十
五
日
に
は
同
じ
く
御
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の

道
法
法
親
王
が

最
勝
光
院
検
校
に
補
さ
れ
る
が
、
『
御
室
相
承
記
』
六
の
「
後
高
野

　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

御
室
」
同
月
十
五
日
条
に
は
「
最
勝
光
院
往
来
井
書
下
等
、
修
理
別
当
権
少
僧
都
定

勝
持
参
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
書
を
収
録
し
て
い
る
。
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最
勝
光
院
政
所

　
　
　
立
　
検
校
二
品
法
親
王
御
供
米
往
来
事

　
　
右
所
立
如
件

　
　
　
　
建
仁
三
年
二
月
　
日
　
公
文
西
市
正
大
江
朝
臣
景
宣

　
　
修
理
別
当
権
少
僧
都
在
判

　
興
味
深
い
文
書
だ
が
、
こ
こ
で
は
最
勝
光
院
政
所
を
構
成
す
る
公
文
と
修
理
別
当

に

注

目
し
よ
う
。
公
文
の
大
江
景
宣
は
、
鎌
倉
中
期
か
ら
修
理
職
年
預
を
世
襲
す
る

　
　
（
7
3
）

大
江
氏
（
景
を
通
字
と
す
る
）
の
一
族
と
考
え
ら
れ
、
鎌
倉
末
期
に
「
荘
園
目
録
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

を
注
進
し
た
「
公
文
左
衛
門
少
尉
大
江
」
も
同
族
の
大
江
景
朝
で
あ
る
。
景
朝
よ
り

二
、
三
代
前
の
景
親
は
蓮
華
王
院
公
文
を
つ
と
め
、
つ
づ
く
景
長
（
景
親
の
子
か
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

は

弘
安
五
年

（
一
二
八

二
）
に
蓮
華
王
院
総
社
公
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ

う
に
最
勝
光
院
が
鎌
倉
中
期
の
再
建
以
降
、
蓮
華
王
院
の
新
御
堂
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
鎌
倉
前
期
か
ら
末
期
の
東
寺
施
入
に
い
た
る
最
勝
光
院

の

公
文

は
、
こ
の
大
江
氏
一
族
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
寺
に
施

入

さ
れ
る
以
前
の
最
勝
光
院
領
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
な
ど
が
東
寺
に
伝
来
し
て
い

る
の
も
、
こ
の
景
を
通
字
と
す
る
大
江
氏
が
最
勝
光
院
公
文
と
し
て
受
給
・
保
管
し

て

い

た
も
の
が
、
東
寺
に
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
荘
園
目
録
」
を
注

進
し
た
公
文
の
大
江
景
朝
に
は
、

　
　
公
文
所
別
当
／
長
井
大
江
貞
秀
ナ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
の
付
箋
が
あ
り
、
や
は
り
大
江
姓
の
鎌
倉
御
家
人
で
有
力
な
法
曹
吏
僚
で
あ
る
長

井
氏
の
同
族
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
景
朝
は
長
井
貞
秀
で
は
な
い
が
、
景

朝
と
同
時
期
に
活
動
し
同
族
と
み
ら
れ
る
景
繁
は
鎌
倉
の
二
階
堂
氏
と
知
音
の
仲
で

　
（
7
7
）

あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
大
江
氏
一
族
は
鎌
倉
幕
府
と
の
深
い
関
係
を
有

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
修
理
別
当
の
定
勝
は
東
大
寺
別
当
顕
恵
の
子
息
・
弟
子
で
か
れ
の
創
設
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

た

東
大
寺
西
室
を
継
承
し
、
顕
恵
と
同
様
に
小
野
法
印
と
呼
ば
れ
た
。
「
荘
園
目
録
」

に

よ
る
と
、
⑨
福
岡
荘
で
は
小
野
法
印
が
寺
務
の
時
に
吉
井
村
を
最
勝
光
院
の
寺
用

分

と
し
て
切
り
出
し
、
最
勝
光
院
の
執
事
公
文
が
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）
ま
で
知

行

し
て
い
た
と
い
う
。
小
野
法
印
定
勝
が
最
勝
光
院
の
修
理
別
当
と
し
て
寺
務
を
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

握

し
て
い
た
十
三
世
紀
初
頭
に
、
福
岡
荘
の
本
家
寺
用
分
の
下
地
が
特
定
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
最
勝
光
院
で
は
、
こ
の
⑨
福
岡
荘
を
早
い
事
例
と
し
て
、
寺
用
の
確
保
を
は
か
る

べ
く
荘
園
支
配
の
大
胆
な
改
革
に
乗
り
出
す
。
上
島
有
氏
も
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、

そ

の

具

体
的
な
手
段
が
福
岡
荘
吉
井
村
の
よ
う
な
寺
用
分
に
み
あ
う
下
地
の
切
り
出

し
で
あ
っ
た
。

　
最
勝
光
院
領
の
荘
園
内
で
こ
う
し
た
寺
用
確
保
の
動
き
は
鎌
倉
後
期
に
頻
発
す
る
。

た

と
え
ば
⑯
美
和
荘
で
は
、
興
福
寺
東
北
院
覚
円
あ
て
の
徳
治
三
年
（
二
二
〇
八
）

四
月
十
九
日
付
後
宇
多
上
皇
院
宣
案
の
追
而
書
に
「
最
勝
光
院
寺
用
事
、
被
切
出
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

行
方
於
寺
家
之
上
者
、
向
後
不
可
有
彼
寺
之
綺
候
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た

よ
う
に
立
荘
時
か
ら
の
最
勝
光
院
領
で
は
な
い
が
、
河
内
国
大
和
田
荘
も
嘉
暦
元
年

（
＝
三
一
六
）
の
十
月
九
日
付
後
醍
醐
天
皇
輪
旨
に
「
最
勝
光
院
領
河
内
国
大
和
田
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

寺
用
事
、
為
当
寺
領
之
上
者
、
於
切
出
候
下
地
者
」
と
み
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら

に

先
行
す

る
か
た
ち
で
遠
江
国
原
田
荘
に
お
い
て
は
、
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
に

つ
ぎ
の
よ
う
な
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
た
。

　
　
　
最
勝
光
院
領
遠
江
国
原
田
庄
細
谷
郷
雑
掌
与
地
頭
原
小
三
郎
兼
泰
法
師
猷
酩

　
　
　
相
論
本
家
方
預
所
可
郷
務
否
事

　
　
右
、
訴
陳
之
趣
、
枝
葉
錐
多
、
所
詮
当
庄
本
家
者
最
勝
光
院
也
、
領
家
者
随
心

　
　
院
僧
正
坊
跡
也
、
而
領
家
職
相
論
之
間
、
依
対
桿
本
家
方
年
貢
、
就
本
家
訴
訟
、

　
　
以
細
谷
郷
止
領
家
綺
、
一
向
被
付
本
家
上
、
可
全
所
務
之
由
、
雑
掌
難
申
之
、

　
　
領
家
方
預
所
、
自
往
古
居
住
本
郷
、
止
徴
納
年
貢
口
口
令
運
進
本
家
之
間
、
本

　
　
家
方
更
不
相
綺
所
務
云
々
、
而
今
割
分
当
庄
、
以
細
谷
郷
被
付
本
家
、
以
本
郷

　
　
以
下
被
付
領
家
、
可
致
所
務
、
就
中
細
谷
郷
者
、
最
狭
少
之
上
、
令
混
獺
本
家
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
家
一
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≒

　
　
領
家
者
、
可
口
細
谷
郷
之
地
頭
歎
也
、
然
則
・
任
先
例
、
可
致
其
沙
汰
者
、
依
鎌

　
　
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

87



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第108集2003年10月

　
　
　
　
永
仁
三
年
九
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
守
平
朝
臣
御
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
平
朝
臣
御
判

　
原
田
荘
の
領
家
を
め
ぐ
る
相
論
が
原
因
で
最
勝
光
院
の
本
家
年
貢
が
未
納
と
な
っ

た

た

め
、
最
勝
光
院
と
領
家
と
の
あ
い
だ
で
所
務
の
分
割
が
争
わ
れ
た
。
鎌
倉
幕
府

は
こ
れ
を
う
け
て
原
田
荘
を
分
割
し
、
細
谷
郷
を
最
勝
光
院
に
、
本
郷
以
下
を
領
家

に
付
け
て
所
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
細
谷
郷
の
雑
掌
と
地
頭
の
相
論

と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、
実
際
は
本
家
と
領
家
の
所
務
が
鎌
倉
幕
府
の
裁
定
に

よ
り
下
地
の
分
割
を
と
も
な
う
か
た
ち
で
分
離
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
細

谷
郷
に

お
け
る
本
家
と
領
家
の
「
混
領
」
を
避
け
る
の
は
、
地
頭
の
利
害
に
か
か
わ

る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　
公
武
権
力
の
裁
許
に
も
と
つ
く
以
上
の
事
例
は
、
す
べ
て
最
勝
光
院
と
領
家
と
の

下
地
分
割
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
従
来
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
本
所
一
円
領
を
創
出
す

る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
の
場
合
も
最
勝
光
院
に
切
り
出
さ
れ
た
下

地

に
は
地
頭
が
存
在
し
、
実
際
の
年
貢
収
納
と
納
入
は
地
頭
が
行
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

　
前
述

し
た
⑨
福
岡
荘
の
吉
井
村
は
そ
の
典
型
例
で
あ
り
、
し
か
も
同
村
を
最
勝
光

院
公
文
と
し
て
知
行
し
て
い
た
大
江
氏
は
鎌
倉
幕
府
と
も
通
じ
て
い
た
か
ら
、
福
岡

荘
吉
井
村
か
ら
の
年
貢
調
達
は
公
武
権
力
の
人
脈
を
介
し
て
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か

る
。
ま
た
、
③
志
比
荘
で
は
領
家
を
排
除
し
て
、
地
頭
か
ら
直
接
に
最
勝
光
院
へ

寺
用
米
を
納
入
す
る
こ
と
が
鎌
倉
幕
府
に
よ
り
命
じ
ら
れ
、
地
頭
側
も
請
文
を
提
出

　
　
　
（
田
）

し
て
い
る
（
た
だ
し
地
頭
と
領
家
が
結
託
し
て
年
貢
未
進
は
続
く
）
。
こ
の
よ
う
な
動

き
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
最
勝
光
院
寺
用
の
調
達
は
、
立
荘
時

に
作
ら
れ
た
領
有
体
系
の
大
幅
な
改
変
を
含
み
な
が
ら
、
む
し
ろ
最
勝
光
院
公
文
と

鎌
倉
幕
府
と
の
人
的
関
係
や
鎌
倉
幕
府
の
支
持
す
る
地
頭
請
所
に
よ
っ
て
下
支
え
さ

れ

て
い

た

と
も
い
え
る
。

　
一
方
、
下
地
の
分
割
を
行
っ
て
い
な
い
荘
園
で
も
、
立
荘
以
来
の
領
有
体
系
は
き

わ
め

て

複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
⑪
長
田
荘
で
は
最
勝
光
院
の
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
8
）

用
を
維
持
し
た
ま
ま
大
覚
寺
に
本
家
職
の
寄
進
が
行
わ
れ
て
い
る
。
⑫
桑
原
荘
の
分

割
譲
与
さ
れ
た
下
揖
保
荘
で
も
、
領
家
の
山
科
教
成
が
京
都
山
科
に
造
立
し
た
御
影

堂
に
上
分
を
寄
進
し
、
実
際
の
荘
務
執
行
を
伝
領
し
た
教
成
の
子
孫
同
士
が
鎌
倉
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

期

に
相
論
を
惹
起
し
て
、
一
方
が
御
影
堂
を
後
深
草
院
へ
寄
進
し
て
い
る
。
ま
た
、

前
述
し
た
⑯
美
和
荘
で
兼
行
方
が
切
り
出
さ
れ
た
理
由
は
、
領
主
の
院
派
仏
師
間
に

お
け
る
相
論
を
打
開
す
る
た
め
の
興
福
寺
東
北
院
の
覚
円
へ
寄
進
で
あ
っ
た
。
同
じ

く
吉
井
村
を
分
割
し
た
⑨
福
岡
荘
で
も
、
立
荘
を
推
進
し
た
藤
原
邦
綱
か
ら
領
家
の

地
位

と
得
分
が
興
福
寺
一
乗
院
に
寄
進
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
文
治
元
年
（
二

八

五
）
に
は
後
白
河
院
か
ら
源
頼
朝
に
福
岡
荘
が
平
家
没
官
領
と
し
て
「
給
預
」
さ

れ
、
一
旦
は
元
暦
元
年
（
＝
八
四
）
に
頼
朝
か
ら
崇
徳
院
法
華
堂
で
行
わ
れ
る
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

院
国
忌
の
料
所
と
し
て
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
重
層
的
な
「
職
の
体
系
」

が

十
二
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
ま
で
整
然
と
存
続
す
る
か
の
よ
う
に
説
く
従
来
の
「
寄

進
地
系
荘
園
」
論
で
は
説
明
で
き
な
い
、
領
有
体
系
の
複
雑
化
・
分
節
化
を
し
め
す

現
象
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
鎌
倉
期
の
荘
園
支
配
を
め
ぐ
る
矛
盾
を
荘
園
領

主
対
在
地
領
主
（
地
頭
）
と
い
う
構
図
で
と
ら
え
、
そ
れ
に
と
も
な
う
年
貢
未
進
の

増
加
、
荘
園
の
顛
倒
と
い
う
歴
史
過
程
が
描
か
れ
て
き
た
。
最
勝
光
院
領
の
先
行
研

究
に

つ
い

て

も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
現
実
を
み
る
と
、
こ
の
構
図
は
必
ず

し
も
正
し
く
な
い
。
む
し
ろ
最
勝
光
院
領
で
は
、
領
家
な
ど
貴
族
社
会
に
お
け
る
知

行
者
の
年
貢
・
公
事
の
対
桿
が
深
刻
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
伝
領
を
め
ぐ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

相
論
の
激
発
や
そ
れ
に
と
も
な
う
再
寄
進
な
ど
、
領
有
体
系
や
得
分
関
係
の
め
ま
ぐ

る
し
い
錯
綜
と
改
変
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
鎌
倉
幕
府
は
、
最
勝
光
院
か
ら
提
起
さ
れ
る
具
体
的
な

訴
訟
へ
の
裁
許
を
通
じ
て
、
本
家
と
領
家
の
関
係
を
整
理
し
て
下
地
を
分
割
し
、
さ

ら
に
地
頭
請
所
を
導
入
す
る
な
ど
本
所
年
貢
の
維
持
を
は
か
っ
た
。
荘
園
領
主
の
領

有
体
系
は
、
鎌
倉
幕
府
権
力
に
よ
っ
て
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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［院御願寺領の形成と展開］……高橋一樹

　
『
万
一
記
』
文
保
三
年
（
二
一
二
九
）
正
月
十
三
日
条
に
は
、
京
都
の
六
勝
寺
に
つ

づ
い

て

「
此
外
顛
倒
諸
寺
社
等
、
無
力
干
修
造
之
所
々
、
其
寺
領
付
東
寺
・
円
宗
寺
・

　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

法

勝
寺
等
修
理
之
」
と
あ
り
、
当
時
の
公
家
政
権
が
顛
倒
し
た
御
願
寺
の
寺
領
荘
園

を
東
寺
領
な
ど
に
再
編
す
べ
き
こ
と
を
誕
っ
て
い
る
。
最
勝
光
院
の
執
務
職
と
寺
領

が

東
寺
に
施
入
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

施
入

に
事
実
上
の
「
安
堵
」
を
加
え
た
の
は
鎌
倉
幕
府
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
で
は
中
世
前
期
に
お
け
る
最
勝
光
院
と
付
属
荘
園
の
動
向
を
整
理
し
、

院
御
願
寺
領
の
形
成
か
ら
変
質
に
い
た
る
過
程
を
概
観
し
て
き
た
。
最
勝
光
院
と
付

属
荘
園
に
関
す
る
基
礎
的
な
事
実
関
係
の
ほ
か
に
、
荘
園
制
研
究
の
方
法
論
と
し
て

は
、
公
家
日
記
等
の
記
録
を
基
軸
に
文
書
を
組
み
合
わ
せ
て
分
析
し
た
こ
と
、
そ
れ

に

ひ

と
つ
の
御
願
寺
領
と
い
う
枠
組
み
で
院
政
期
の
立
荘
か
ら
鎌
倉
後
期
の
変
質
ま

で

を
通
し
て
分
析
し
た
こ
と
、
な
ど
に
付
け
加
え
る
内
容
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

最
後
に
こ
の
点
を
確
認
し
て
摘
筆
し
た
い
。

註（
1
）
　
永
原
慶
二
「
荘
園
制
の
歴
史
的
位
置
」
（
『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一

　
　
九
六
一
年
。
初
出
は
一
九
六
〇
年
）
。

（
2
）
　
福
田
以
久
生
「
安
楽
寿
院
領
荘
園
に
つ
い
て
」
（
『
古
文
書
研
究
』
第
9
号
、
一
九
七
五
年
）
。

（
3
）
　
大
山
喬
平
編
・
解
説
『
長
講
堂
目
録
と
島
田
家
文
書
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
）
、
菊

　
　
池
紳
一
「
長
講
堂
領
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
古
代
学
協
会
編
『
後
白
河
院
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
　
九
三
年
）
。

（
4
）
　
研
究
史
は
井
原
今
朝
男
『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。

（
5
）
　
近
年
の
女
院
領
を
め
ぐ
る
研
究
史
は
、
布
谷
陽
子
「
王
家
領
の
伝
領
と
女
院
の
仏
事
形
態
ー

　
　
長
講
堂
領
を
中
心
に
i
」
（
入
間
田
宣
夫
編
『
日
本
・
東
ア
ジ
ア
の
国
家
・
地
域
・
人
間
1
歴
史

　
　
学
と
文
化
人
類
学
の
方
法
か
ら
ー
』
入
間
田
宣
夫
先
生
還
暦
記
念
論
集
編
集
委
員
会
、
二
〇
〇

　
　
二
年
）
を
参
照
。

（
6
）
　
川
端
新
『
荘
園
制
成
立
史
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
丸
山
仁
「
院
政
期
に

　
　
お
け
る
御
願
寺
と
王
家
領
荘
園
」
（
『
歴
史
』
第
九
四
輯
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
「
覚
鍾
造
営
伝

　
　
法
院
と
烏
羽
院
御
願
寺
大
伝
法
院
」
（
註
（
5
）
所
引
『
日
本
・
東
ア
ジ
ア
の
国
家
・
地
域
・
人

　
　
間
』
）
、
高
橋
一
樹
「
中
世
荘
園
の
立
荘
と
王
家
・
摂
関
家
」
（
元
木
泰
雄
編
『
院
政
の
展
開
と
内

　
　
乱
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
7
）
　
杉
山
信
三
『
院
家
建
築
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
。

（
8
）
　
朧
谷
寿
「
最
勝
光
院
ー
院
政
期
に
お
け
る
仏
教
行
事
の
場
ー
」
（
『
田
村
圓
澄
先
生
古
希
記
念

　
　
会
編
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
』
宗
教
・
文
学
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。

（
9
）
　
海
老
名
尚
「
中
世
前
期
に
お
け
る
国
家
的
仏
事
の
一
考
察
－
御
願
寺
仏
事
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　
（
『
寺
院
史
研
究
』
三
号
、
一
九
九
三
年
）
、
遠
藤
基
郎
「
院
政
期
儀
礼
体
系
の
素
描
ー
仏
事
を
中

　
　
心
に
ー
」
（
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
。

（
1
0
）
　
上
島
有
「
東
寺
寺
院
経
済
に
関
す
る
一
考
察
　
特
に
最
勝
光
院
領
庄
園
に
つ
い
て
」
（
読
史
会

　
　
編
『
国
史
論
集
』
一
、
一
九
五
九
年
）
。

（
H
）
　
『
東
寺
と
そ
の
庄
園
』
（
東
寺
宝
物
館
、
一
九
九
三
年
）
所
収
の
「
庄
園
紹
介
」
。

（
1
2
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
註
（
1
1
）
所
引
『
東
寺
と
そ
の
庄
園
』
掲
載
の
カ
ラ
ー
図
版
に
よ
る
。

（
1
3
）
　
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
荘
園
絵
図
研
究
グ
ル
ー
プ
「
荘
園
絵
図
調
査
報
告
一
〇
　
金
勝
寺

　
　
膀
示
絵
図
」
（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
6
号
、
一
九
九
六
年
）
。

（
1
4
）
　
国
学
院
大
学
久
我
家
文
書
編
纂
委
員
会
編
『
久
我
家
文
書
』
第
一
巻
、
三
号
文
書
。

（
1
5
）
　
高
橋
一
樹
「
「
荘
園
公
領
制
」
か
ら
「
中
世
荘
園
制
」
へ
」
（
『
歴
史
評
論
』
六
二
二
、
二
〇

　
　
〇
二
年
）
。

（
1
6
）
　
浅
香
年
木
『
治
承
・
寿
永
の
内
乱
論
序
説
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
一
年
）
。

（
1
7
）
　
増
補
史
料
大
成
『
吉
記
』
で
は
「
塩
田
庄
事
」
と
あ
り
「
使
」
が
抜
け
て
い
る
が
、
高
橋
秀

　
　
樹
編
『
新
訂
吉
記
』
本
文
編
一
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
に
も
と
づ
き
訂
正
し
た
。

（
1
8
）
　
『
玉
葉
』
承
安
二
年
閏
十
二
月
七
日
条
、
『
公
卿
補
任
』
文
治
五
年
藤
原
実
教
の
項
。

（
1
9
）
　
文
永
二
年
二
月
七
日
遠
江
国
三
代
起
請
地
井
三
社
領
注
文
案
（
教
王
護
国
寺
文
書
、
『
静
岡
県

　
　
史
』
資
料
編
5
中
世
一
）
。

（
2
0
）
　
角
田
文
衛
「
後
白
河
院
の
近
臣
」
（
註
（
3
）
所
引
『
後
白
河
院
』
）
。

（
2
1
）
　
『
玉
葉
』
建
久
三
年
二
月
十
七
日
条
。

（
2
2
）
　
正
治
二
年
二
月
二
十
八
日
藤
原
経
房
処
分
状
案
（
勧
修
寺
家
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
補
三
五
八

　
　
号
）
。

（
2
3
）
　
京
都
大
学
所
蔵
古
文
書
纂
、
『
平
安
遺
文
』
三
七
三
四
号
。
東
寺
百
合
文
書
サ
、
『
平
安
遺
文
』

　
　
三
八
三
六
号
。
な
お
、
西
井
芳
子
「
若
狭
局
と
丹
後
局
」
（
註
（
3
）
所
引
『
後
白
河
院
』
）
を

　
　
参
照
。

（
2
4
）
　
建
永
元
年
慈
円
起
請
文
（
門
葉
記
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
五
九
号
）
。

（
2
5
）
　
『
京
都
大
学
国
史
研
究
室
所
蔵
一
乗
院
文
書
（
抄
）
』
（
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
、
一
九

　
　
八
一
年
）
。

（
2
6
）
　
田
中
文
英
『
平
氏
政
権
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）
。
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（
2
7
）
　
『
日
本
史
総
覧
』
H
古
代
二
中
世
一
所
収
の
「
国
司
一
覧
」
（
菊
池
紳
一
・
宮
崎
康
充
編
）
備

　
　
前
国
の
項
に
よ
る
。

（
2
8
）
　
註
（
1
4
）
所
引
『
久
我
家
文
書
』
第
一
巻
。

（
2
9
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
。
工
藤
敬
一
「
高
良
宮
造
営
役
と

　
　
筑
後
の

荘
園
公
領
　
ー
歴
博
所
蔵
新
史
料
の
紹
介
1
」
（
同
『
中
世
古
文
書
を
読
み
解
く
』
吉
川

　
　
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

（
3
0
）
　
前
註
所
引
工
藤
敬
一
論
文
。

（
3
1
）
　
京
都
大
学
所
蔵
古
文
書
纂
、
『
岡
山
県
史
』
編
年
史
料
。

（
3
2
）
　
建
春
門
院
の
実
姉
に
あ
た
る
冷
泉
局
は
寿
永
三
年
以
前
に
死
去
し
て
い
る
。

（
3
3
）
　
高
橋
一
樹
「
中
世
荘
園
の
形
成
と
『
加
納
』
ー
王
家
領
荘
園
を
中
心
に
ー
」
（
『
日
本
史
研
究
』

　
　
四
五
二
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
3
4
）
　
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
九
日
条
。

（
3
5
）
　
高
橋
一
樹
「
歴
博
所
蔵
田
中
本
の
山
科
家
旧
蔵
文
書
と
播
磨
国
揖
保
荘
」
（
『
揖
保
川
町
史
』

　
　
第
三
巻
資
料
編
付
録
巻
報
第
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）
。

（
3
6
）
　
註
（
2
3
）
所
引
西
井
芳
子
論
文
。

（
3
7
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
。
『
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
目

　
　
録
［
古
文
書
・
記
録
類
編
］
』
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
3
8
）
　
工
藤
敬
一
『
荘
園
公
領
制
の
成
立
と
内
乱
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）
。

（
3
9
）
　
類
例
は
註
（
6
）
所
引
高
橋
一
樹
論
文
。
な
お
、
「
詫
麻
庄
」
の
本
庄
（
安
富
荘
）
と
新
庄

　
　
（
神
倉
荘
）
の
田
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
九
町
八
段
と
七
一
六
町
五
段
で
、
合
わ
せ
て
八
七
六
町

　
　
三
段
と
な
る
。
本
免
（
本
庄
）
を
大
き
く
上
回
る
国
衙
領
な
ど
を
加
納
と
し
て
立
荘
さ
れ
た
こ

　
　
と
が
推
測
で
き
る
。

（
4
0
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
、
『
平
安
遺
文
』
四
〇
七
四
号
。

（
4
1
）
　
註
（
3
3
）
所
引
高
橋
一
樹
論
文
。

（
4
2
）
　
文
保
二
年
十
月
日
高
倉
院
法
華
堂
領
尾
張
国
富
吉
荘
雑
掌
申
状
案
．
文
保
二
年
十
二
月
二
十

　
　
三
日
関
東
御
教
書
案
（
『
図
書
寮
叢
刊
』
壬
生
家
文
書
）
。

（
4
3
）
　
建
久
九
年
官
宣
旨
案
（
『
図
書
寮
叢
刊
』
壬
生
家
文
書
）
。

（
4
4
）
　
『
経
俊
卿
記
』
正
嘉
元
年
九
月
十
三
日
条
。

（
4
5
）
　
東
寺
百
合
文
書
ミ
、
「
岡
山
県
史
』
家
わ
け
史
料
。
な
お
、
石
井
進
「
荘
園
の
領
有
体
系
」

　
　
（
網
野
善
彦
他
編
『
講
座
日
本
荘
園
史
』
2
荘
園
の
成
立
と
領
有
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）

　
　
を
参
照
。

（
4
6
）
　
勝
山
清
次
「
便
補
保
の
成
立
に
つ
い
て
ー
「
納
官
済
物
」
納
入
制
度
の
変
遷
ー
」
（
同
『
中
世

　
　
年
貢
制
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
。
初
出
は
一
九
七
六
年
）
、
本
郷
恵
子
『
中
世

　
　
公
家
政
権
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
。

（
4
7
）
　
永
島
福
太
郎
「
七
條
大
宮
仏
所
関
係
の
一
新
史
料
」
（
『
美
術
研
究
』
第
一
五
八
号
、
一
九
五

　
　
一
年
）
で
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
、
こ
の
官
宣
旨
案
は
現
在
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
収
蔵
さ

　
　
れ
て
い
る
。
永
島
氏
に
よ
る
史
料
紹
介
は
か
つ
て
川
端
新
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
4
8
）
　
『
大
阪
府
史
』
第
二
巻
第
三
章
第
十
節
「
摂
河
泉
の
荘
園
と
公
領
」
（
河
音
能
平
・
宮
川
満
執

　
　
筆
分
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
4
9
）
　
寛
喜
元
年
六
月
日
平
光
盛
処
分
状
案
・
安
貞
三
年
二
月
二
十
日
平
光
盛
譲
状
案
（
註
（
1
4
）

　
　
所
引
『
久
我
家
文
書
』
第
一
巻
）
。

（
5
0
）
註
（
6
）
所
引
高
橋
一
樹
論
文

（
5
1
）
　
註
（
8
）
所
引
朧
谷
寿
論
文
。

（
5
2
）
　
『
吉
記
』
同
日
条
に
経
房
が
記
す
よ
う
に
、
「
寄
文
六
通
」
は
公
験
文
書
と
し
て
「
可
令
候
寺

　
　
家
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
付
は
院
庁
の
沙
汰
で
立
荘
さ
れ
た
荘
園
を
寺
家
に
付
属
す
る
こ
と

　
　
を
象
徴
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
3
）
　
た
と
え
ば
『
吉
記
』
寿
永
元
年
七
月
八
日
条
。
井
原
今
朝
男
「
公
家
領
の
収
取
と
領
主
経
済
」

　
　
（
註
（
4
）
所
引
井
原
著
書
。
初
出
は
一
九
九
一
年
）
は
「
上
皇
家
で
も
、
安
楽
寿
院
・
最
勝
光

　
　
院
な
ど
「
国
王
の
氏
寺
」
と
は
区
別
さ
れ
た
寺
院
で
は
院
領
に
依
存
し
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述

　
　
べ
て
い
る
。
確
か
に
荘
園
所
課
へ
の
依
存
度
は
大
き
い
が
、
必
ず
し
も
井
原
氏
の
想
定
ど
お
り

　
　
で
は
な
い
。

（
5
4
）
　
塩
田
荘
の
立
荘
交
渉
で
藤
原
成
親
の
申
し
出
に
年
貢
額
の
不
足
を
感
じ
た
後
白
河
院
が
「
所

　
　
当
を
注
申
す
べ
し
」
と
命
じ
た
よ
う
に
、
年
貢
の
決
定
は
寺
用
相
折
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
寄

　
　
進
所
領
の
あ
る
国
の
特
産
品
や
国
衙
へ
の
所
当
額
な
ど
も
勘
案
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
5
）
　
『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
六
月
五
日
条
。

（
5
6
）
　
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
（
顕
謹
本
）
』
（
『
仁
和
寺
史
料
』
寺
誌
編
一
）
に
も
「
当
院
無
庄
薗
、
一

　
　
向
以
諸
国
封
戸
、
被
宛
寺
用
之
間
、
上
古
者
無
憎
怠
、
及
干
末
代
、
諸
国
司
皆
対
桿
之
故
、
全

　
　
分
無
寺
用
顛
倒
了
」
と
あ
る
。

（
5
7
）
　
関
戸
守
彦
氏
所
蔵
文
書
、
『
加
能
史
料
』
鎌
倉
1
。

（
5
8
）
　
正
中
二
年
正
月
日
最
勝
光
院
年
中
仏
事
次
第
注
進
状
（
東
寺
百
合
文
書
外
、
『
鎌
倉
遺
文
』
二

　
　
八
九
六
四
号
）
。

（
5
9
）
　
承
久
三
年
四
月
一
日
官
宣
旨
案
（
東
寺
百
合
文
書
せ
、
『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
三
五
号
）
。
な
お
、

　
　
田
中
稔
「
『
遍
智
院
御
勤
仕
御
修
法
等
目
録
』
紙
背
文
書
」
（
『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀

　
　
要
』
第
七
号
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。

（
6
0
）
　
近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
天
皇
」
（
石
上
英
一
他
編
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
』
第
1
巻
、

　
　
青
木
書
店
、
一
九
九
二
年
）
。

（
6
1
）
　
建
久
三
年
正
月
日
後
白
河
院
庁
最
勝
光
院
起
請
案
（
高
山
寺
所
蔵
東
寺
文
書
、
高
山
寺
典
籍

　
　
文
書
総
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
古
文
書
』
）
。

（
6
2
）
　
『
玉
葉
』
建
久
三
年
二
月
十
八
日
条
。

（
6
3
）
　
建
久
三
年
十
一
月
日
官
掌
所
重
公
事
分
配
状
案
（
『
図
書
寮
叢
刊
』
壬
生
家
文
書
）
。

（
6
4
）
　
建
久
八
年
閏
六
月
二
十
五
日
最
勝
光
院
大
風
破
損
堂
舎
等
注
進
状
・
同
年
後
六
月
二
十
九
日

　
　
後
鳥
羽
天
皇
論
旨
（
東
寺
文
書
御
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ
る
）
。
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（
6
5
）
　
『
吉
記
』
文
治
元
年
七
月
十
二
日
条
。
最
勝
光
院
孟
蘭
盆
講
に
際
し
て
、
「
当
寺
事
、
遂
日
陵

　
　
遅
歎
、
（
中
略
）
又
武
衛
被
談
云
、
当
寺
御
八
講
之
時
、
上
卿
不
参
、
而
寿
永
以
後
不
参
之
由
称

　
　
之
云
々
」
と
あ
る
。

（
6
6
）
　
『
明
月
記
』
建
永
二
年
正
月
十
七
日
条
。

（
6
7
）
　
『
百
練
抄
』
嘉
禄
三
年
三
月
三
日
条
。

（
6
8
）
　
『
明
月
記
』
嘉
禄
三
年
七
月
九
日
条
、
寛
喜
二
年
正
月
九
日
条
な
ど
。

（
6
9
）
　
『
続
史
愚
抄
』
弘
長
二
年
二
月
十
五
日
条
、
『
外
記
日
記
』
文
永
元
年
正
月
十
四
日
条
・
同
二

　
　
年
七
月
八
日
条
、
「
文
永
代
始
公
事
抄
』
文
永
二
年
七
月
八
日
条
な
ど
。

（
7
0
）
　
『
仁
和
寺
御
伝
』
（
『
仁
和
寺
史
料
』
寺
誌
編
二
）
喜
多
院
御
室
。

（
7
1
）
　
『
仁
和
寺
御
伝
』
（
『
仁
和
寺
史
料
』
寺
誌
編
二
）
後
高
野
御
室
。

（
7
2
）
　
『
仁
和
寺
史
料
』
寺
誌
編
一
。

（
7
3
）
註
（
4
6
）
所
引
本
郷
恵
子
著
書
。

（
7
4
）
　
「
荘
園
注
文
」
に
お
け
る
「
公
文
左
衛
門
少
尉
大
江
」
の
署
判
に
据
え
ら
れ
た
花
押
は
、
景
朝

　
　
の
「
朝
」
の
く
ず
し
字
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

（
7
5
）
　
「
後
嵯
峨
院
北
面
歴
名
」
（
「
皇
室
制
度
史
料
』
太
上
天
皇
二
）
、
『
兼
仲
卿
記
』
弘
安
五
年
十

　
　
月
三
日
条
。
い
ず
れ
も
註
（
4
6
）
所
引
本
郷
恵
子
著
書
に
指
摘
が
あ
る
。

（
7
6
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
に
お
い
て
同
文
書
の
写
真
を
閲
覧
し
付
箋
の
文
字
を
確
認
し
た
。

（
7
7
）
　
『
公
衡
公
記
』
正
和
三
年
十
月
四
日
条
。
註
（
4
6
）
所
引
本
郷
恵
子
著
書
に
よ
る
。

（
7
8
）
　
（
承
元
三
年
）
七
月
十
六
日
後
鳥
羽
上
皇
院
宣
案
（
東
京
大
学
所
蔵
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一

　
　
七
九
六
号
）
、
仁
治
二
年
三
月
二
十
五
日
僧
戒
如
書
状
（
九
条
家
本
振
鈴
寺
縁
起
紙
背
文
書
、

　
　
『
鎌
倉
遺
文
』
五
七
九
〇
号
。
総
合
研
究
大
学
院
大
学
・
三
河
雅
弘
氏
の
教
示
に
よ
る
）
、
日
付

　
　
欠
東
大
寺
衆
徒
等
申
状
土
代
（
東
南
院
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
＝
二
三
五
号
）
。
顕
恵
の
法
流

　
　
と
東
大
寺
西
室
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
伸
道
「
伊
賀
国
名
張
郡
梁
瀬
庄
・
黒
田
新
庄
と
院
家
」
（
同

　
　
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
。
初
出
は
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。
な
お
、

　
　
定
勝
は
東
大
寺
末
寺
の
観
世
音
寺
修
理
別
当
と
し
て
別
相
伝
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
『
玉

　
　
葉
』
建
久
六
年
十
月
一
日
条
、
寛
喜
三
年
六
月
二
十
九
日
東
大
寺
衆
徒
解
土
代
（
東
大
寺
文
書
、

　
　
『
鎌
倉
遺
文
』
四
一
六
九
号
）
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。
鎌
倉
前
期
の
東
大
寺
に
お
け
る
定
勝
お
よ

　
　
び

西
室
の

位
置
、
さ
ら
に
は
定
勝
が
観
世
音
寺
や
最
勝
光
院
な
ど
の
修
理
別
当
を
兼
任
し
て
い

　
　
た

こ
と
の
意
味
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

（
7
9
）
　
『
簡
要
類
聚
紗
』
第
一
巻
の
記
述
で
も
、
鎌
倉
前
期
に
高
倉
院
の
菩
提
を
と
む
ら
う
用
途
を
細
々

　
　
沙
汰
す

る
の
は
煩
い
が
あ
る
た
め
最
勝
光
院
に
吉
井
村
を
コ
向
口
分
進
」
と
あ
る
。

（
8
0
）
　
白
河
本
東
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
二
三
二
三
三
号
。
註
（
4
7
）
所
引
延
慶
三
年
八
月
三
日
官

　
　
宣
旨
案
に
も
引
用
が
あ
る
。

（
8
1
）
　
東
寺
文
書
御
、
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
六
二
七
号
。

（
8
2
）
　
永
仁
三
年
九
月
九
日
関
東
下
知
状
案
（
東
寺
百
合
文
書
二
、
瀬
野
精
一
郎
編
『
増
訂
鎌
倉
幕

　
　
府
裁
許
状
集
』
上
〔
増
訂
版
第
二
刷
〕
）
。

（
8
3
）
　
（
正
中
二
年
）
十
二
月
三
十
日
後
醍
醐
天
皇
論
旨
・
（
嘉
暦
元
年
）
後
醍
醐
天
皇
輪
旨
（
東
寺

　
　
百
合
文
書
せ
、
『
福
井
県
史
』
資
料
編
中
世
）
、
嘉
暦
元
年
十
一
月
十
二
日
六
波
羅
下
知
状
（
東

　
　
寺
百
合
文
書
せ
、
「
鎌
倉
遺
文
』
二
九
六
五
二
号
）
。

（
8
4
）
　
註
（
3
1
）
所
引
史
料
。

（
8
5
）
　
菅
原
正
子
『
中
世
公
家
の
経
済
と
文
化
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
。

（
8
6
）
　
『
吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
五
月
一
日
条
・
同
四
年
十
月
四
日
条
。

（
8
7
）
　
鎌
倉
後
期
の
こ
う
し
た
動
き
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
市
沢
哲
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
権
の
構

　
　
造
と
展
開
ー
建
武
政
権
へ
の
一
展
望
ー
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
五
五
、
一
九
九
二
年
）
を
は
じ

　
　
め
と
す
る
一
連
の
研
究
や
、
西
谷
正
浩
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
貴
族
の
家
と
荘
園
」
（
『
日
本
史
研

　
　
究
』
四
二
八
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
中
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う

　
　
に
私
見
で
は
、
そ
れ
を
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
に
お
い
て
も
論
じ
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。

（
8
8
）
　
新
田
英
治
「
西
園
寺
家
所
蔵
『
万
一
記
』
」
（
『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
第
8
号
、
一
九

　
　
九
五
年
）
の
史
料
紹
介
に
よ
る
。

（
8
9
）
　
上
島
有
「
荘
園
文
書
」
（
網
野
善
彦
他
編
『
講
座
日
本
荘
園
史
』
1
荘
園
入
門
、
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
八
九
年
）
。

（国
立
歴
史
博
物
館
歴
史
研
究
部
）

（
二
〇
〇
三
年
二
月
二
八
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
五
月
九
日
審
査
終
了
）
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The　Formation　and　Development　of　Royal　Gog●η∬Lands：

The　Saishokoin　Tgmple　Lands　in　Early　Medieval　Japan

TAKAHASHI，　Kazuki

Royal　and　regent　household功oθηof　the　medieval　period　were　established　and　transferred

as　lands　attached　to　their　household　administrations（i。e．，　the　offices　of　retired　monarchs

and　their　wives，　the〃20ηdbんoγo　of　the　regent　family）and　to　temples　founded　by　royal　pra－

yer（go9αηノ」）．　By　analyzing　the　formative　principles　and　developmental　processes　of　royal

temple　s力oeη，　this　study　addresses　the　true　nature　of　the　emergence　and　transformation　of

medieval－period訪oθηfrom　a　perspective　different　from　that　of　individual　research．　Specifi－

cally，　the　study　investigates　the　set　ofぷカoθηattached　to　Saishokoin　temple（founded　late

12th　century　with　the　prayers　of　Shunkenmon’in）through　a　combination　of　related　docu－

ments　and　aristocratic　diaries．　The　Saishokoin　lands　were　secured　immediately　following

the　temple’s　completion　with　the　founding　of　six訪oθηfor　the　purposes　of　provisioning　the

temple．　This　was　subsequently　followed　by　the　creation　of　additional功oθηin　response　to

illcreased　Buddhist　services　performed　on　behalf　of　the　sta七e，　includingみo妹ε』妹o　services

in　memory　of　the　temple’s　founder．　This　growth　was　premised　on　donations　of　tax－exempt

fields（mθ〃凌η）and　kokuga　lands　by　central　aristocracy　with　deep　ties　to　the　founder　and

the　Heiji（related　by　marriage）．

The訪oeηthat　were　eventually　established　subsumed　kokugaryo　and　other　lands，　cγθα伽g

acomposite功oθ〃the　formation　of　which　involved　negotiated　tax　arrangements（i．e．，　the

creation　of　appended　and　tax－exempt　fields，顧no　andγo由ηrespectively）with　the　local

んo吻gαoffices　of　allied　administrative　officials（ゐo㎞【∫加，んo輪∫方」）．　The　familiar　connection

between　the功oθηand　temple　activities　as　exemplified　by　Saishokoin　effectively　tied　the

prayer　temple　to　any　transfer　of　the　shoen．　This　reveals　the　underlying　prillciple　by　which

successors　to　the　temple，　respollsible　for　conducting　Buddhist　services，　requisitioned　their

means　from　the　attached訪oθη．

Following　the　Kamakura　bakufu’s　establishment　in　the　13th　century，　theワo丸θof　the　central

aristocracy，　who　controlled　the　offices　ofαzμ肋γ励o　for　individual∫乃oθ〃，　frequently　failed

to　submit　temple　taxes．　This　led，　under　the　guidance　of　the　be”o　andψ〃20ηof　the　temple’s

administrative　office（〃2αη∂b瓦oro），　to　the　parceling　of　land　within　each　shoen　for　temple

use　and　the　exclusion　of　theアγoんθfrom　administrative　positions．　Including　cases　in　which

no　subdivision　occurred，　the　principle　guarantors　of　temple　needs　were　the　local　managers

σ∫’o，砿e訪o），afact　from　which　a　backdrop　of　coordinated　policy　with　the　bakufu　can　be　in－

ferred．　This　conclusion　differs　markedly　from　prior　studies　of　land　parceling　and　j∬o，砿e訪o

conducted　within　the　parameters　of　research　on　theワo吻system．　With　the　new　issues　it

raises，　the　study　provides　a　perspective　that　questions　the　relations　between　the　power　of

the　Kamakura　bakufu　and　transfo㎜ations　in　the　system　of　control　overぷ乃oθη．
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